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説論

四

取
引
形
態
か
ら
み
た
物
的
適
用
範
囲

は
じ
め
に

本
章
の
課
題
は
、
判
例
を
素
材
と
し
て
、
割
賦
販
売
以
外
の
消
費
者
信
用
取
引
へ
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
を
類
推
適
用
す
べ
き
実
際
上

の
根
拠
を
論
証
し
、

か
っ
、
そ
れ
を
通
じ
て
解
釈
的
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
九
六
五
(
昭
和
四

O
)
年
以
降
、
顕
著
に
な
っ
た
消
費
者
信
用
取
引
形
態
の
多
様
化
現
象
に
対
し
て
、
我
国
の
法
規
制
の
対
応
が
遅
れ

て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
こ
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
割
賦
販
売
法
の
制
定
当
時
(
一
九
六
一
年
)
、
起
草
者
及
び
立
法
者

一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
の
改
正
時
に
も
五
条
・
六

が
五
条
・
六
条
の
適
用
を
意
図
し
た
取
引
形
態
は
通
常
の
割
賦
販
売
の
み
で
あ
り
、

条
の
適
用
範
囲
の
拡
大
措
置
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
七
二
年
の
改
正
は
、
消
費
者
保
護
を
目
的
と
し
な
が
ら
も
、
と
り
あ
え
ず
改
正
が

可
能
で
立
法
措
置
を
必
要
と
す
る
事
項
の
み
を
取
り
上
げ
た
、
い
わ
ば
緊
急
避
難
的
性
格
の
強
い
立
法
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
結
局
、
割
賦
販
売
以
外
の
消
費
者
信
用
取
引
に
お
い
て
も
、
顧
客
が
賦
払
金
を
遅
滞
し
た
場
合
に
発
生
す
る
紛
争
に
つ
き
、
割
賦
販
売

法
五
条
・
六
条
が
具
体
的
解
決
基
準
を
提
供
す
る
か
否
か
は
、
一
九
七
二
年
の
割
賦
販
売
法
の
改
正
後
も
解
釈
問
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
九
六
五
年
以
降
、
消
費
者
信
用
取
引
形
態
は
と
り
わ
け
多
様
化
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
o

し
か
し
な
が
ら
、
信
用
供
与
に
伴
う
業
務

ー

l
信
用
調
査
、
資
金
負
担
、
債
権
回
収
、
貸
倒
処
理
l
lー
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
販
売
業
者
以
外
の
第
三
者
に
代
行
さ
せ
な
が
ら
、
同
時

に
顧
客
に
対
し
て
分
割
払
い
に
よ
る
商
品
等
の
取
得
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
各
取
引
構
造
が
設
計
さ
れ
て
い
る
点
で
、
多
様
化
し
た
と
さ
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れ
る
与
信
形
態
聞
に
も
共
通
し
た
特
色
が
あ
る
D

こ
の
よ
う
な
取
引
形
態
を
法
的
観
点
か
ら
観
察
す
る
と
、
通
常
の
割
賦
販
売
で
は
、
販
売

業
者
と
購
入
者
聞
の
契
約
に
基
づ
い
て
発
生
し
て
い
た
債
権
債
務
l
l購
入
者
の
販
売
業
者
に
対
す
る
目
的
物
引
渡
請
求
権
、
販
売
業
者
の

購
入
者
に
対
す
る
賦
払
金
詰
求
権
等
l
l
iが
販
売
業
者
・
購
入
者
・
与
信
者
の
一
一
一
当
事
者
間
|
|
目
的
物
引
渡
請
求
権
は
購
入
者
・
販
売
業

者
聞
に
賦
払
金
請
求
権
は
与
信
者
・
購
入
者
間
l
lに
分
化
し
て
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
o

と
こ
ろ
が
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
即
金
で
は
な
く
て
分
割
払
い
で
商
品
を
購
入
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
て
、
賦
払
金
の
支
払
先
が
販

売
業
者
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
販
売
業
者
以
外
の
第
三
者
で
あ
る
か
は
主
要
な
問
題
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形
態
に
お

そ
の
取
引
が
割
賦
販
売
と
同
様
の
経
済
的
効
果
を
達
成
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
て
い
る
以
上
、
右
取
引
の
購
入
者
の
地
位
に
あ
る

い
て
も
、

(2・完〕

消
費
者
に
も
割
賦
買
主
と
同
様
の
保
護
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o

立
法
論
と
し
て
、
包
括
的
消
費
者
信
用
取
引
法
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
る
根
拠
も
、

ま
さ
に
各
取
引
形
態
を
全
体
と
し
て
観
察
す
れ
ば
、

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

こ
れ
ら
の
取
引
が
い
ず
れ
も
消
費
者
に
分
割
払
い
等
の
方
法
に
よ
り
支
払
又
は
返
済
の
繰
り
延
べ
を
認
め
つ
つ
、
商
品
等
の
購
入
を
可
能
に

し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
す
な
わ
ち
各
取
引
形
態
の
経
済
的
機
能
の
同
一
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
取
引
形
態
間
の
経
済
的
機
能
の
同
一
性
か
ら
直
ち
に
、
現
行
法
の
解
釈
問
題
と
し
て
、
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形

態
を
利
用
し
て
商
品
を
購
入
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
取
引
が
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
ら
な
い
以
上
(
三
参
照
)
、
賦
払
金
の
支
払
遅

滞
を
理
由
と
す
る
与
信
者
か
ら
の
無
催
告
解
除
や
期
限
の
利
益
の
当
然
喪
失
条
項
の
主
張
及
び
損
害
賠
償
の
予
定
や
違
約
金
条
項
に
基
づ
く

多
額
の
金
銭
の
請
求
に
対
し
て
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
を
類
推
し
て
制
限
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
短
絡

し
て
い
る
。
た
え
ば
次
の
よ
う
な
事
例
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
甲
は
乙
よ
り
金
銭
を
借
受
け
一
定
の
利
息
を
附
し
て
毎
月
一
定
額
を
返
済
す

る
旨
、
約
し
た
。
貸
主
た
る
乙
は
甲
が
右
金
銭
を
い
か
な
る
目
的
に
利
用
す
る
か
知
ら
な
か
っ
た
。
甲
は
こ
の
資
金
で
丙
よ
り
自
動
車
を
購

入
し
、
即
、
売
買
代
金
を
完
済
し
た
が
、

乙
に
対
す
る
賦
払
金
の
返
済
を
途
中
で
遅
滞
し
た
。
そ
こ
で
、

乙
は
甲
と
の
約
定
に
基
づ
き
甲
の

北法33(3・259)847 



説

期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
、
残
債
務
と
こ
れ
に
対
す
る
約
定
遅
延
損
害
金
を
請
求
し
た
と
し
よ
う
。
仮
に
、
割
賦
販
売
と
の
経
済
的
機
能
の

同
一
性
の
み
か
ら
、
他
の
消
費
者
信
用
取
引
に
対
し
て
も
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
右
の
事
例
に
お

論

い
て
も
、
甲
に
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
に
よ
る
保
護
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
o

な
ぜ
な
ら
、
右
取
引
も
、
経
済
的
効
果

の
面
か
ら
見
れ
ば
、
甲
に
分
割
払
い
に
よ
る
自
動
車
購
入
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
貸
付
金
の
利
用
目
的
が

限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
甲
が
た
ま
た
ま
自
動
車
を
購
入
し
た
こ
と
で
、
甲
乙
聞
の
契
約
に
も
割
賦
肱
売
法
に
よ
る
規
制
を

認
め
る
右
の
結
論
は
明
ら
か
に
疑
問
で
あ
る
o

つ
ま
り
、
解
釈
論
と
し
て
、
割
賦
販
売
以
外
の
消
費
者
信
用
取
引
形
態
に
対
す
る
割
賦
販
売

法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
可
否
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
販
売
業
者
・
与
信
者
・
購
入
者
の
三
当
事
者
聞
に
機
能
的
に
関
連
し
な
が
ら

存
在
す
る
法
律
関
係
を
割
賦
版
売
の
法
構
造
と
同
視
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
、
取
引
構
造
の
点
か
ら
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
判
例
は
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
つ
き
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
た
最
付
判
昭
和
五
一
年
一
一
月
四
日

(
民
集
三

O
巻
一

O
号
九
一
五
頁
)
を
契
機
と
し
て
、
起
草
者
及
び
立
法
者
の
意
図
と
は
異
な
り
、
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形
態
へ
割
賦
販

売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
に
よ
る
規
制
を
割
賦
販
売
以

外
の
消
費
者
信
用
取
引
形
態
へ
波
及
さ
せ
る
こ
と
が
解
釈
論
上
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
た
め
の
手
懸
り
と
し
て
、
我
国
で
現
在
一

般
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
取
引
形
態
に
関
し
て
、
断
片
的
な
が
ら
存
在
す
る
判
例
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〈

l
)
た
と
え
ば
、
竹
内
昭
夫
「
消
費
者
保
護
」
『
現
代
の
経
済
構
造
と
法
』
一
九
七
五
年
一
三
五
頁
以
下
、
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告

「
消
費
者
信
用
取
引
の
適
正
化
に
つ
い
て
」
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第
一
課
・
第
二
課
編
『
消
費
者
政
策
の
新
し
い
課
題
』
一
九
八

O
年

三
七
頁
。

北法33(3・260)848 



(2・完〉消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

包括保証契約

保証契約

渡百|

{売買契約
①{ローン借入申込み
(ローン保証委託申込み

図11 a 自動車のローン提携販売

顧客はまず販売業者と売買契約を締結し、ローン申込書、ローン保証委託申込書

を差し入れ(①〉、これを販売業者が提携会社に取次くて②〉。連絡を受けた提携会社

は、自ら顧客の信用調査(③〉をしたうえで、連帯保証を決定した場合には、ローン

借入申込書を添付し、金融機関に対して融資を依頼する(④〉。金融機関はローン借

入申込書にもとづいて融資するかどうかを審査し、融資をする場合には、顧客に融

資内諾の通知をする(⑤〕。連絡を受けた顧客は、金融機関と金銭消費貸借契約を締

結する。一方、金融機関は提携会社に、提携会社は販売業者に対し、顧客に対する

融資決定を通知する(⑤〉。販売業者は顧客に車を引渡す(⑥〉。これと前後して顧客

に融資された購入資金は、金融機関・顧客聞の約定にもとづき、金融機関によって

直接、提携会社の口座に振り込まれる(⑦〉。さらに保証料が差引かれた額が提携会

社から販売業者へ販売代金として支払われる(③〉。顧客は、金融機関に以後借入金

を月賦払いで返済する(⑨〉。

他が販らしか顧
方締売、てら客
、結契販売借に
金さ約売買入引
融れで業代れ渡
機ては者企たし
闘いな・を金、

るく顧完銭顧
顧にて客済に客
客す、間しよは
間ぎ売にてっ金
のな買はいて融
金い契割る一機
銭。約賦か括関

客顧

tオ

判
例
の
分
析

(
a〉

ロ
ー
ン
提
携
販
売

動
産
の
ロ
!
ン
提
携
販
売
は
、
顧

客
・
販
売
業
者
聞
の
売
買
関
係
、
金

融
機
関
・
顧
客
間
の
金
銭
消
費
貸
借

関
係
及
び
金
融
機
関
・
販
売
業
者
間

の
連
帯
保
証
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
取
引
形
態
で
あ
る
(
図
H
a
・

b
参
照
)
。
な
る
ほ
ど
、
販
売
業
者

顧
客
間
の
売
買
関
係
だ
け
を
取
り
出

し
て
み
る
と
、
販
売
業
者
は
商
品
を

北法33(3・261)849 



説E命

①l購入申込み
1ローン保証委託申込み

図11 b 電化製品のローン提携販売

販売庖は提携会社の取次屈であって、顧客が販売広に購入の申込をすると、その申

込が提携会社に送付され、提携会社が顧客の信用調査をしたうえで、顧客と売買契

約を締結する点が自動車のローン提携販売と異なる。

消
費
貸
借
関
係
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
金
融
機
関
は
顧
客
に

北法33(3・262)850 

商
品
の
購
入
資
金
を
供
与
し
そ
の
返
済
に
つ
き
賦
払
い
を
認
容
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ロ
l
ン
提
携
販
売
を
構
成
す
る
法

律
関
係
を
全
取
引
過
程
か
ら
切
り
離
し
て
分
析
す
る
と
、
確
か
に
販

売
業
者
・
顧
客
聞
の
関
係
に
も
、
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
関
係
に
も

割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
さ
せ
る
、
割
賦
販
売

と
同
視
し
う
る
取
引
構
造
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
判
例
は
次
の
二
つ
の
事
件
で
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
に

っ
き
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
て
い
る
。

一
つ
は
、

販
売
業
者
が
購
入
者
の
銀
行
に
対
す
る
借
入
金
債
務
を
代
位
弁
済
し

た
こ
と
で
取
得
し
た
求
償
債
権
の
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
割
賦
販
売

法
六
条
を
類
推
適
用
し
て
年
六
分
を
越
え
る
請
求
を
無
効
と
判
示
し

た
、
前
掲
最
付
判
昭
和
五
一
年
一
一
月
四
日
で
あ
り
、

二
つ
は
、
版

売
業
者
の
求
償
債
権
額
自
体
に
割
賦
販
売
法
六
条
一
号
を
類
推
適
用

し
て
販
売
業
者
の
請
求
額
を
制
限
し
た
、
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
二

月
二
九
日
で
あ
る
。

(
3
)
 

〔

9
〕
最
付
判
昭
和
五
一
年
一
一
月
四
日
(
民
集
三

O
巻
一

O
号
九
一
五
頁
)

〔
事
実
〕

X
は
本
件
自
動
車
を
Y
自
動
車
販
売
会
社
よ
り
購
入
し
た



(2・完〉

が
、
代
金
の
一
部
を
中
古
車
で
代
物
弁
済
し
、
残
代
金
と
中
古
車
の
未
払
代
金
の
Y
に
よ
る
立
替
分
を
Y
が
提
携
す
る
A
銀
行
か
ら
借
入
れ
て
、

Y
に

一
括
し
て
支
払
っ
た
。

X
が
割
賦
金
を
遅
滞
し
た
た
め
、

A
銀
行
は
、

X
の
借
入
金
に
つ
き
連
帯
保
証
人
と
な
っ
て
い
た
Y
及
び

B
信
用
保
証
会
社
に

対
し
て
X
の
残
債
務
を
請
求
し
た
。

Y
及
び

B
は
右
債
務
を
弁
済
し
、

B
が
Y
に、

X
に
対
す
る
求
償
権
を
譲
渡
し
た
。

Y
は
X
と
求
償
債
務
の
弁
済

に
つ
き
協
議
し
た
結
果
、
分
割
払
い
で
返
済
し
、
各
賦
払
金
を
手
形
金
額
、
返
済
期
日
を
支
払
期
日
と
す
る
約
束
手
形
を
振
出
す
こ
と
、
賦
払
金
の
支

払
を
一
回
で
も
遅
滞
し
た
と
き
に
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
し
、
残
債
務
に
つ
き
日
歩
九
銭
の
遅
延
損
害
金
を
付
し
一
時
に
全
額
を
支
払
う
こ
と
、
か

っ
、
返
済
し
な
い
と
き
に
は
強
制
執
行
を
受
け
て
も
異
議
が
な
い
旨
、
約
定
し
、
以
上
の
事
項
に
つ
き
公
正
証
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ

が
X
は
再
度
、
賦
払
金
の
支
払
い
を
遅
滞
し
た
の
で
、

Y
は
公
正
証
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
本
件
自
動
車
の
返
還
を
求
め
た
。

X

Y
間
の
当
初
の

売
買
契
約
の
約
定
に
も
と
づ
き
、
日
本
自
動
車
査
定
協
会
の
査
定
を
う
け
、

X
の
残
債
務
に
充
当
し
た
。

Y
は
残
金
と
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
を

確
保
す
る
た
め
、
公
正
証
書
に
も
と
づ
き
X
の
織
機
、
家
財
道
具
に
対
し
て
強
制
執
行
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
強
制
執
行
に
対
し
て
X
が
請
求
異
議
の

訴
を
お
こ
し
た
の
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。
第
一
審
・
原
審
と
も
に
X
の
請
求
棄
却
。

X
上
告
。

〔
理
由
〕
本
件
の
ご
と
き
い
わ
ゆ
る
ロ

l
ン
提
携
販
売
に
お
い
て
、
商
品
の
買
主
が
売
主
に
対
し
負
担
す
る
求
償
債
務
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
割
賦

販
売
代
金
債
務
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
買
主
の
右
求
償
債
務
不
履
行
の
結
果
売
主
に
よ
っ
て
留
保
所
有
権
が
行
使
さ
れ
、
商
品
が
売
主
に
取

り
戻
さ
れ
、
買
主
が
売
主
に
対
し
求
償
債
務
の
残
額
か
ら
右
取
り
戻
さ
れ
た
商
品
の
価
格
を
控
除
し
た
額
の
金
員
を
一
時
に
支
払
う
べ
き
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
商
品
の
割
賦
販
売
契
約
が
代
金
債
務
不
履
行
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
場
合
と
問
視
し
、
右
金
員
に
附
加
し
て
支
払
う
べ
き
遅
延
損

害
金
に
つ
い
て
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
が
類
推
適
用
さ
れ
、
商
事
法
定
利
率
で
あ
る
年
六
分
の
割
合
に
制
限
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る。

消費者信用取引と割賦販売法五条・プミ条

(
4
)
 

〔
叩
〕
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
二
月
二
九
日
〈
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
一
号
九
三
頁
)

〔
事
実
〕

A
会
社
は
X
住
宅
機
器
販
売
会
社
よ
り
エ
ア
コ
ン
を
購
入
し
、
そ
の
代
金
の
支
払
い
の
た
め

B
銀
行
よ
り
て
八

O
O、
0
0
0円
と
利
息

二
九
七
、

0
0
0円
を
=
一
六
カ
月
に
分
割
し
て
弁
済
す
る
と
の
約
定
で
X
を
連
帯
保
証
人
と
し
て
貸
付
を
受
け
た
。

A
は
そ
の
借
入
金
と
自
己
資
金
と

を
あ
わ
せ
て

X
に
エ
ア
コ
ン
の
購
入
代
金
を
支
払
い
、

X
は
エ
ア
コ
ン
を
A
に
引
渡
し
据
付
工
事
を
完
了
し
た
。
そ
の
後
、

A
は
不
渡
手
形
を
出
し
、

倒
産
の
危
険
が
あ
っ
た
た
め
、

X
は
A
の
承
諾
を
得
て
、
本
件
エ
ア
コ
ン
を
引
き
あ
げ
た
。

X
は
B
よ
り
A
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
保
証
債
務
の
履

行
を
求
め
ら
れ
、

X
は
B
に
延
滞
利
息
を
含
め
元
利
合
計
一
、
五
七
九
、
コ
一
六
五
円
安
」
代
位
弁
済
し
、

A
に
求
償
し
た
。
し
か
し
、

A
は
五
八
、
二

O

北法33(3・263)851 



説

O
円
を
支
払
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、

X
は
本
件
エ
ア
コ
ン
を
二
三

O
、

0
0
0円
と
評
価
し
、
求
償
債
権
に
充
当
し
た
。
そ
こ
で

X
は
A
の
求
償

債
務
の
連
帯
保
証
人
で
あ
る
Y
と
の
間
で
、
求
償
債
務
残
額
て
二
九
て
一
六
五
円
に
つ
き
毎
月
八

O
、

0
0
0円
ず
つ
支
払
う
旨
の
和
解
が
成
立

し
た
。

Y
も
一
六

O
、

0
0
0円
X
に
弁
済
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、

X
は
Y
ら
に
保
証
債
務
の
履
行
と
し
て
、
求
償
債
務
額
一
、
二
三
、
二
ハ

五
円
と
こ
れ
に
対
す
る
代
位
弁
済
の
日
の
翌
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
日
歩
四
銭
の
割
合
に
よ
る
約
定
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
請
求
し
た
。
第
一
容

は
、
評
価
方
法
の
点
で
Y
ら
の
主
張
を
認
め
、
本
件
求
償
債
権
一
残
額
一
四
二
、
四
六
五
円
と
こ
れ
に
対
す
る
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
認

容
し
、
和
解
も
割
賦
販
売
法
六
条
に
反
す
る
限
度
で
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

X
控
訴
。

〔
理
由
〕
本
件
エ
ア
コ
ン
の
売
買
は
、
割
賦
販
売
法
二
条
二
項
の
ロ

l
ン
提
携
販
売
に
当
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
商
品
の
買
主
が
売
主
に
対
し
負

担
す
る
求
償
債
務
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
割
賦
代
金
債
務
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
買
主
の
右
求
償
債
務
不
履
行
の
結
果
売
主
に
よ
っ
て
留
保

所
有
権
が
行
使
さ
れ
て
商
品
が
売
主
に
取
り
戻
さ
れ
、
買
主
が
売
主
に
対
し
求
償
債
務
の
残
額
か
ら
右
取
り
戻
さ
れ
た
商
品
の
価
格
を
控
除
し
た
額
の

金
員
を
一
時
に
支
払
う
べ
き
と
き
は
、
商
品
の
割
賦
販
売
契
約
が
代
金
債
務
不
履
行
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
場
合
と
同
視
し
、
そ
の
損
害
賠
償
の
額
及
び

遅
延
損
害
金
の
額
に
つ
い
て
同
法
六
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
割
賦
販
売
法
六
条
一
号
の
「
通
常
の
使
用
料
」
と
は
一
般
の
賃
貸
借
な

ど
に
お
け
る
通
常
の
使
用
料
の
額
を
指
し
、
特
別
な
損
耗
額
を
含
む
も
の
で
は
な
い
し
、
「
返
還
さ
れ
た
時
に
お
け
る
価
額
」
と
は
、
返
還
商
品
の
中

古
品
と
し
て
の
転
売
可
能
価
値
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
‘

X
主
張
の
標
準
使
用
損
料
表
は
単
純
な
賃
借
料
な
ど
の
合
理
的
に
算
定
さ
れ
た
通
常
の

使
用
料
な
い
し
返
還
商
品
の
適
正
な
価
額
を
示
す
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
右
の
使
用
料
な
い
し
返
還
商
品
の
価
額
は
公
正
な
機
関
に
よ
る
評

価
に
従
い
合
理
的
に
算
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
予
め
売
主
側
で
使
用
料
算
定
の
た
め
の
料
率
表
に
よ
る
旨
を
約
款
に
定
め
て
も
、
合
理
的
算
出
根

拠
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
同
表
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
本
件
に
お
い
て
は
、
買
主
が
売
主
に
返
還
す
る
商
品
の
評
価
額

は
「
電
機
業
界
の
商
慣
習
に
従
い
評
価
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
」
旨
の
約
定
が
存
す
る
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
は
な
い
け
れ
ど
も
、
右
損
料
表
に
よ

る
こ
と
が
前
示
約
定
に
い
う
「
電
気
業
界
の
商
慣
習
」
に
ま
で
定
着
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

自命

〔
9
〕
・
〔
叩
〕
判
決
は
次
の
二
点
を
根
拠
と
し
て
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
購
入
者
が
販
売
業
者
に

対
し
て
負
担
す
る
求
償
債
務
が
そ
の
実
質
に
お
い
て
割
賦
代
金
債
務
と
異
な
ら
ず
(
第
一
の
根
拠
)
、
右
の
性
質
を
具
備
す
る
求
償
債
務
の

残
額
か
ら
留
保
所
有
権
に
基
づ
き
販
売
業
者
に
よ
っ
て
取
り
戻
さ
れ
た
商
品
の
価
格
を
控
除
し
た
額
を
購
入
者
が
一
時
に
支
払
う
べ
き
時
に

北法33(3・264)852 



は
、
割
賦
販
売
契
約
が
割
賦
代
金
債
務
の
不
履
行
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
場
合
と
同
視
し
う
る
(
第
二
の
根
拠
)
と
す
る
点
で
あ
る
o

第
二
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
先
例
と
な
る
判
例
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
o

割
賦
販
売
法
六
条
は
、
そ
の
文
言
上
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
購
入
者
の
賦
払
金
の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
割
賦
販
売
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
、
販
売
業
者
の
損
害
賠
償
請
求
額

等
を
制
限
し
て
い
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
割
賦
販
売
契
約
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
購
入
者
に
賦
払
金
の
遅
滞
が
あ
っ
た
場
合

(2・完〉

に
、
販
売
業
者
が
契
約
を
解
除
せ
ず
に
、
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
未
払
代
金
を
一
括
請
求
す
る
場
合
に
も
割
賦
販
売
法
六
条
が
適
用
さ
れ

る
と
判
示
し
た
裁
判
例
が
ふ
れ
(
〔
日
〕
札
幌
筒
判
昭
和
四
四
年
二
一
月
一
一
六
日
下
級
裁
民
事
裁
判
例
集
二

O
巻
一
一
号
九
九

O
頁
、
〔
ロ
〕

東
京
地
判
昭
和
四
七
年
一
二
月
一
二
日
判
例
時
報
七

O
七
号
六
六
頁
)
。

〔
日
〕
・
〔
ロ
〕
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
割
賦
販
売
法
六
条
の
立
法
趣
旨
か
ら
右
の
結
論
は
正
当
化
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
六
条
が
販
売
業
者
の
請
求
額
を
制
限
す
る
の
は
、
「
消
費
者
が
指
定
商
品
を
割
賦
購
入
す
る
買
主
で
あ
る
場
合
に
は
、
割
賦
販
売

業
者
が
一
方
的
に
定
め
た
損
害
賠
償
等
を
含
む
定
型
的
契
約
条
項
に
従
う
こ
と
を
余
犠
な
く
さ
れ
、
そ
の
た
め
割
賦
金
の
支
払
い
を
遅
延
し

た
場
合
に
右
条
項
を
根
拠
に
買
主
が
不
当
過
大
な
遅
延
損
害
金
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
の
弊
害
か
ら
買
主
を
保
護
す
る
」
趣
旨
で
あ
っ
て
、
保

護
さ
れ
る
購
入
者
の
範
囲
を
契
約
を
解
除
さ
れ
た
購
入
者
に
限
定
す
る
合
理
的
理
由
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
o

換
言
す
れ
ば
、
購
入
者

の
賦
払
金
の
遅
延
を
原
因
と
し
て
発
生
し
た
契
約
関
係
の
清
算
に
つ
き
、
購
入
者
に
一
定
の
保
護
を
与
え
る
規
定
が
割
賦
販
売
法
六
条
で
あ

り
、
立
法
者
が
解
除
と
期
限
の
利
益
喪
失
と
を
明
確
に
区
別
し
、
前
者
の
み
を
制
限
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ

「
後
者
の
こ
と
を
あ
ま
り
考
麗
ぜ
ず
に
前
者
に
つ
い
て
の
み
制
限
す
る
規
定
を
置
い
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

な
る
ほ
ど
、
解
除
と
期
限
の
利
益
の
喪
失
は
法
律
構
成
を
異
に
す
る
。
け
れ
ど
も
、
契
約
解
除
後
、
購
入
者
が
目
的
物
を
返
還
し
な
い
場

合
に
割
賦
販
売
業
者
が
損
害
賠
償
請
求
す
る
事
例
(
割
賦
販
売
法
六
条
二
号
参
照
)
と
購
入
者
の
期
限
の
利
益
喪
失
後
に
割
賦
販
売
業
者
が

残
割
賦
代
金
債
務
を
一
括
請
求
す
る
事
例
(
〔
日
〕
・
〔
ロ
〕
判
決
)
、
及
び
、
契
約
解
除
後
、
購
入
者
か
ら
目
的
物
の
返
還
を
受
け
、
割
賦
販
売
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説

価
格
相
当
額
か
ら
右
目
的
物
の
返
還
時
の
価
格
を
控
除
し
た
一
額
を
請
求
す
る
事
例
(
割
賦
販
売
法
六
条
一
号
参
照
)
と
購
入
者
の
期
限
の
利

益
喪
失
後
に
留
保
所
有
権
の
実
行
に
よ
り
返
還
を
受
け
た
目
的
物
の
価
格
を
控
除
し
て
残
割
賦
代
金
債
務
を
一
括
請
求
す
る
事
例
と
に
お
け

論

る
割
賦
販
売
業
者
と
購
入
者
と
の
利
益
状
況
は
実
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
が
解
除
さ
れ
な
い
以
上
、
割
賦

販
売
法
六
条
の
適
用
が
な
い
と
解
す
れ
ば
、
期
限
の
利
益
を
'
焚
失
さ
せ
残
債
務
を
一
括
請
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
六
条
を
潜
脱
し
う

る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
購
入
者
の
賦
払
金
の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
、
飯
売
業
者
が
購
入
者
の
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
残
割

賦
代
金
債
務
を
一
括
請
求
す
る
場
合
に
も
六
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
右
下
級
審
判
例
の
結
論
は
正
当
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
場
合
に
も
、
〔
9
〕
・
〔
叩
〕
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
販
売
業
者
に
よ
る
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示
が

介
在
し
て
い
な
い
と
い
う
一
点
を
も
っ
て
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
合
理
的
根
拠
は
存
在
し
な
い
。
販
売
業
者
の
購
入
者

に
対
す
る
求
償
残
債
務
の
一
括
請
求
は
、
購
入
者
の
賦
払
金
の
遅
滞
を
原
因
と
す
る
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
清
算
関
係
を
表
現
す
る
も
の
で
あ

り
、
求
償
債
務
が
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
け
れ
ば
、
販
売
業
者
の
右
請
求
は
割
賦
販
売
法
六
条
一
号
括
弧
書
き
の
場
合
と
同

一
の
利
益
状
況
を
販
売
業
者
と
購
入
者
の
聞
に
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
結
論
は
、
求
償
債
務
が
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
と
す
る
〔
9
〕
・
〔
叩
〕
判
決
の
第
一
の
根
拠
を
前
提
と

し
て
、
初
め
て
成
り
立
つ
議
論
で
あ
る
。

ロ
ー
ン
提
携
販
売
は
、
後
述
す
る
他
の
取
引
形
態
と
異
に
円
、
与
信
者
で
あ
る
金
融
機
関
自
身
が
貸
倒
処
理
機
能
を
負
担
し
な
い
点
に
特

色
が
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
購
入
者
が
金
融
機
関
に
対
し
て
賦
払
金
の
支
払
い
を
遅
滞
す
る
と
、
金
融
機
関
は
購
入
者
の
期
限
の
利
益
を
喪
失

さ
せ
、
販
売
業
者
に
対
し
て
保
証
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
か
ら
、
金
融
機
関
自
身
は
直
接
に
購
入
者
の
不
払
い
の
危
険
を
負
担
し
な
い
こ

と
に
な
る
o

従
っ
て
、
賦
払
金
の
不
履
行
の
結
果
、
購
入
者
が
さ
ら
さ
れ
る
危
険
l

|
期
限
の
利
益
の
当
然
喪
失
条
項
の
主
張
、
損
害
賠
償

の
予
定
や
違
約
金
条
項
に
基
づ
く
多
額
の
金
銭
の
請
求
ー
ー
も
、
服
売
業
者
の
購
入
者
に
対
す
る
求
償
債
権
の
行
使
の
段
階
で
発
生
す
る
こ
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と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
購
入
者
の
賦
払
金
の
遅
滞
に
伴
う
右
の
危
険
は
、
す
で
に
金
融
機
関
と
購
入
者
の
闘
で
潜
在
的
に
発
生
し
て

い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
販
売
業
者
の
求
償
債
権
の
行
使
を
可
能
に
し
た
の
は
、
金
融
機
関
が
購
入
者
の
期
限
の
利
益
を
喪

失
さ
せ
、
金
銭
消
費
貸
借
上
の
残
債
務
全
体
に
つ
き
購
入
者
を
遅
滞
に
陥
れ
、
販
売
業
者
が
右
債
務
を
購
入
者
に
代
っ
て
弁
済
し
た
か
ら
で

あ
り
、
求
償
債
権
額
は
代
位
弁
済
額
を
基
本
と
す
る
か
ら
で
あ
る
(
民
法
四
五
九
条
参
照
)

0

そ
れ
故
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
す
る
主
要
な
根
拠
が
「
販
売
業
者
の
求
償
債
務
と
割
賦
代
金
債
務

の
実
質
的
同
一
性
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
点
に
解
釈
的
基
礎
を
与
え
る
た
め
に
は
、
求
償
債
務
の
背
後
に
存
在
す
る
金
融
機

関
・
購
入
者
間
の
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
が
、
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に
同
視
し
う
る
か
否
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
硲
ω

(2・完〉

右
債
務
の
性
質
決
定
に
あ
た
り
考
慮
す
べ
き
事
実
は
、
顧
客
が
、
分
割
払
い
に
よ
る
商
品
の
購
入
と
い
う
経
済
的
効
果
を
享
受
す
る
た
め

に
、
一
方
で
金
融
機
関
と
の
間
に
独
刀
で
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
他
方
で
販
売
業
者
と
の
聞
に
売
買
契
約
を
締
結
し
た
わ
け
で
は

な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顧
客
は
分
割
払
い
で
商
品
を
購
入
す
る
と
い
う
利
益
を
得
て
い
る
が
、

提
携
販
売
と
い
う
取
引
構
造
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
融
機
関
や
販
売
業
者
も
顧
客
に
劣
ら
ず
利
益
を
享
受
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
販
売
業
者
に
と
っ
て
は
、
利
息
を
支
払
っ
て
金
融
機
関
か
ら
営
業
資
金
を
調
達
し
な
く
て
も
、
金
融
機
関
に
顧
客
を
斡
旋
す
る
こ
と
に

確
か
に
、

ロ
ー
ン

よ
っ
て
顧
客
の
信
用
を
利
用
し
て
直
ち
に
資
金
の
回
収
が
可
能
と
な
り
、
消
費
者
の
潜
在
的
需
要
を
有
効
需
要
に
転
化
さ
せ
販
売
の
促
進
を

可
能
に
し
、
割
賦
販
売
に
伴
う
集
金
や
そ
の
他
の
事
務
処
理
の
た
め
の
機
関
の
設
置
等
に
伴
う
経
費
を
削
除
で
き
る
、
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
に
と
っ
て
ロ

i
ン
提
携
販
売
は
、
「
消
費
者
」
と
い
う
新
た
な
資
金
の
運
用
先
を
も
た
ら
し
、
利
息
な
い
し
手
数

料
を
取
得
さ
せ
る
取
引
で
あ
り
、
広
告
費
や
支
庖
設
置
費
用
の
よ
う
な
融
資
勧
誘
費
用
や
担
保
取
得
・
管
理
事
務
に
伴
う
費
用
を
節
約
で

き
、
提
携
先
で
あ
る
販
売
業
者
等
の
保
証
に
よ
っ
て
融
資
回
収
の
安
全
性
が
高
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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説

金
融
機
関
や
版
売
業
者
の
こ
の
よ
う
な
メ
リ
?
ト
は
、
金
融
機
関
・
顧
客
聞
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
販
売
業
者
・
顧
客
間
の
売
買
契
約

が
、
相
互
に
一
方
の
契
約
の
成
立
な
し
に
他
方
の
契
約
の
み
が
締
結
さ
れ
な
い
と
い
う
、
企
図
さ
れ
た
両
契
約
の
結
合
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
o

す
な
わ
ち
、
販
売
業
者
が
顧
客
に
商
品
を
販
売
し
な
け
れ
ば
、
金
融
機
関
は
顧
客
と
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
締

結
し
な
い
し
、
販
売
業
者
が
販
売
す
る
商
品
の
購
入
資
金
と
し
て
金
融
機
関
が
顧
客
に
信
用
を
供
与
し
な
け
れ
ば
、
販
売
業
者
は
顧
客
と
売

;t. 
日間

買
契
約
を
締
結
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
販
売
業
者
と
金
融
機
関
の
企
図
し
た
右
の
契
約
結
合
を
確
実
に
す
る
手
段
と
し
て
、
顧
客

へ
の
貸
付
金
を
金
融
機
関
が
直
接
に
販
売
業
者
の
預
金
口
座
へ
振
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
金
融
機
関
及
び
販
売
業
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
自
己
の
利
益
の
享
受
を
目
的
と
し
て
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
売
買
契
約
を
結
合

す
べ
く
取
引
構
造
を
設
計
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
顧
客
が
約
定
ど
お
り
に
賦
払
金
を
支
払
っ
て
い
る
聞
は
売
買
契
約
と
金
銭
消

費
貸
借
契
約
の
結
合
を
前
提
と
し
て
利
益
を
享
受
し
て
お
き
な
が
ら
、
一
旦
、
顧
客
が
賦
払
金
の
支
払
い
を
遅
滞
す
る
と
、
借
入
金
返
還
債

務
は
売
買
契
約
と
は
全
く
無
関
係
に
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
純
粋
な
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
と
し
て
発
生
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は

矛
盾
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
金
融
機
関
及
び
販
売
業
者
が
、
定
型
的
大
量
的
に
ロ
l
ン
提
携
販
売
と
い
う
取
引

構
造
を
利
用
し
て
い
る
以
上
、
順
調
に
賦
払
金
を
返
済
し
て
い
る
顧
客
に
は
両
契
約
の
結
合
を
主
張
し
、
他
方
で
賦
払
金
を
遅
滞
し
た
顧
客

に
は
両
契
約
の
無
関
連
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
関
与
す
る
三
当
事
者
|
|
|
金
融
機
関
・
販
売
業
者
・
顧
客
|
|
の
利
益
状
況
を
考
察

す
る
と
、
顧
客
の
借
入
金
債
務
は
純
粋
な
金
銭
消
費
貸
借
契
約
上
の
債
務
で
は
な
く
て
、
売
買
契
約
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
借
入
金
債
務
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
〔
9
〕
・
〔
叩
〕
判
決
が
ロ
l
ン
提
携
販
売
に
お
い
て
割
賦
服
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
た
実
質
的
根
拠
は
、

求
償
債
務
の
背
後
に
存
在
す
る
借
入
金
債
務
の
右
の
性
質
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

た
だ
、
顧
客
が
販
売
業
者
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
と
与
信
者
に
対
す
る
賦
払
債
務
を
同
時
に
負
担
す
る
こ
と
が
な
い
個
品
割
賦
購
入
あ

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
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っ
せ
ん
(
後
述
刷
参
照
)
や
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
(
後
述
例
参
照
)
に
比
べ
て
、

金
債
務
と
借
入
金
債
務
を
同
時
に

|
l
一
時
的
で
は
あ
る
に
し
て
も

|
l負
担
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
o

従
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ

ロ
l
ン
提
携
販
売
を
利
用
し
た
顧
客
の
金
融
機
関
に
対
す
る
債
務
を
売
買
契
約
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
借
入
金
債
務
で
あ
る
と
解
し
て

ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
場
合
に
は
、
顧
客
が
一
旦
は
売
買
代

うも
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
法
形
式
を
採
用
し
、
顧
客
が
売
買
代
金
債
務
と
同
時
に
独
立
し
た
借
入
金
債
務
を
負
担
し
て
い
る
以
上
、
利
息

制
限
法
一
条
・
四
条
を
排
斥
し
て
割
賦
販
売
法
六
条
の
み
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(2 ・完〉

し
か
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
・
顧
客
聞
の
関
係
へ
割
賦
販
売
法
六
条
と
利
息
制
限
法
一
条
・
四
条
を
重
畳
適
用
す
る
と
し
て
も
、
次
の
二

点
で
両
法
の
適
用
結
果
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
が
手
数
料
自
体
に
制
限
を
加
え
て
い
な
い
の
に
対
し

て
、
利
息
制
限
法
は
制
限
利
率
を
定
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
が
解
除
後
の
遅
延
損
害
金
を
年
六
分
に
制
限

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
利
息
制
限
法
で
は
遅
延
損
害
金
に
つ
き
元
本
に
対
す
る
割
合
が
二
倍
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
点

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

で
あ
る
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
利
息
制
限
法
の
目
的
は
、
同
法
一
条
に
定
め
る
制
限
利
率
を
越
え
る
高
率
の
利
息
の
特
約
、
同
法
四
条
に
定
め
る
以
上

の
高
額
な
遅
延
損
害
金
の
特
約
か
ら
債
務
者
を
保
護
す
る
点
に
あ
る
o

他
方
、
割
賦
販
売
法
六
条
も
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
と
こ
れ
に
対

す
る
法
定
利
率
(
年
六
分
)
に
よ
る
遅
延
損
害
金
と
を
加
算
し
た
金
額
を
越
え
る
金
銭
を
購
入
者
に
対
し
て
請
求
で
台
な
い
、
と
規
定
し
て

い
る
o

つ
ま
り
、
両
法
と
も
に
「
一
定
額
以
上
の
請
求
は
で
き
な
い
」
と
し
て
債
務
者
な
い
し
購
入
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
点
に
立
法
趣

旨
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
「
一
定
額
以
内
は
請
求
で
き
る
」
と
し
て
債
権
者
な
い
し
販
売
業
者
に
債
権
回
収
権
限
を
付
与
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
解
せ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
割
賦
販
売
法
六
条
は
、
六
条
各
号
が
定
め
る
額
以
上
の
請
求
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
利
息
制
限
法
一
条

の
制
限
を
越
え
る
が
割
賦
販
売
法
六
条
に
よ
る
規
制
内
で
あ
る
請
求
に
つ
き
当
然
に
債
権
者
に
債
権
回
収
権
限
を
保
証
し
て
い
る
わ
け
で
は
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lili 

な
い
と
解
せ
ら
れ
る
。
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
利
息
制
限
法
四
条
は
、
遅
滞
損
害
金
の
元
本
に
対
す
る
割
合

が
制
限
利
率
の
二
倍
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
右
規
定
か
ら
割
賦
販
売
法
六
条
の
定
め
る
年

六
分
を
越
え
制
限
利
率
の
二
倍
以
内
の
遅
延
損
害
金
の
回
収
権
限
を
債
権
者
に
認
容
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

吾b.
両llB

こ
の
結
果
、
純
粋
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
比
べ
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
お
け
る
消
費
貸
借
上
の
賦
払
債
務
の
場
合
に
は
、
割
賦
販
売
法

六
条
及
び
利
息
制
限
法
一
条
・
四
条
が
重
畳
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
利
息
制
限
法
に
よ
り
利
息
(
H
H
手
数
料
)
が
制
限
さ
れ
る
一

方
、
他
方
で
割
賦
販
売
法
六
条
に
よ
っ
て
期
限
の
利
益
喪
失
後
の
遅
延
損
害
金
が
年
六
分
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

ロ
l
ン
提
携
販
売
に
お
け
る
金
融
機
関
の
信
用
供
与
が
純
粋
の
信
用
供
与
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
ロ

I
ン
提
携
販
売
に
お
け
る
消
費
貸

借
契
約
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
売
買
契
約
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
発
生
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
取
引
構
造
的
効
果
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
考

え
る
。

ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
場
合
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
金
融
機
関
は
購
入
者
の
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
販
売
業
者
に
保
証

債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
賦
払
金
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
顧
客
に
対
し
て
取
引
関
係
の
清
算
を
求
め
る
の
は
金
融
機

関
で
は
な
く
て
販
売
業
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
販
売
業
者
・
顧
客
聞
の
関
係
に
も
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
o

図
日
に
見
る
よ
う
に
、
販
売
業
者
は
顧
客
よ
り
委
託
を
受
け
て
保
証
人
と
な
っ
た
者
で
あ
る
か
ら
、
販
売
業
者
は
顧
客
に
対
し
て
求
償
権

を
取
得
し
(
民
法
四
五
九
条
一
項
〉
、
同
時
に
金
融
機
関
に
代
位
し
て
割
賦
販
売
法
六
条
及
び
利
息
制
限
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
貸
金
債
権

及
び
損
害
賠
償
請
求
権
を
顧
客
に
対
し
て
行
使
で
き
る
(
民
法
五

O
O条
、
同
五

O
一
条
本
文
)
。
し
か
し
、
販
売
業
者
は
予
め
求
償
権
の

担
保
と
し
て
販
売
し
た
商
品
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
か
ら
、
実
際
上
は
求
償
権
以
外
に
弁
済
に
よ
る
代
位
に
よ
っ
て
取
得
し
た
無
担
保

の
貸
金
債
権
等
の
行
使
を
期
待
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
と
な
る
の
は
、
販
売
業
者
の
代
位
権
の
範
囲
と
求
償
権
の
範
囲
と
の
関

係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
販
売
業
者
は
、
金
融
機
関
よ
り
貸
金
債
権
を
代
位
取
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
然
に
金
融
機
関
・
顧
客
聞
の
約
定

に
基
づ
く
利
息
・
遅
延
損
害
金
を
請
求
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
代
位
制
度
と
求
償
制
度
の
基
本
的
理
解
に
係
る
問
題
で
は
あ

と
こ
ろ
で
、
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る
が
、
民
法
五

O
一
条
本
文
か
ら
し
て
、
代
位
権
の
範
囲
は
求
償
権
の
範
囲
に
従
属
す
る
と
解
す
べ
き
で
札
的
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
販
売
業
者
の
顧
客
に
対
す
る
求
償
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
販
売
業
者
と
顧
客
(
〔
叩
〕
判
決
の
よ
う
に

求
償
義
務
者
が
顧
客
の
連
帯
保
証
人
で
あ
る
場
合
に
は
連
帯
保
証
人
)
と
の
求
償
関
係
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
o

販

売
業
者
は
顧
客
よ
り
委
託
を
受
け
て
保
証
人
と
な
っ
た
者
で
あ
る
か
ら
、
民
法
四
五
九
条
二
項
(
民
法
四
回
二
条
二
項
準
用
〉
に
基
づ
き
、

(2 ・完〉

販
売
業
者
に
弁
済
し
た
額
(
割
賦
販
売
法
六
条
及
び
利
息
制
限
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
借
入
金
返
還
債
務
額
及
び
遅
延
損
害
金
)
と
弁
済

し
た
日
以
降
の
法
定
利
息
(
年
六
分
)
及
び
避
け
る
こ
と
得
ざ
り
し
費
用
そ
の
他
の
損
害
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
説
に
よ
れ
ば

「
避
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
費
用
其
他
ノ
損
害
」
と
は
、
当
該
事
情
の
下
で
免
責
さ
れ
る
の
に
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
存
在
し
て
保
証
人

が
蒙
っ
た
損
害
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
弁
済
の
費
用
、
債
権
者
か
ら
訴
求
さ
れ
負
担
さ
せ
ら
れ
た
訴
訟
費
用
・
執
行
費
用
等
が
こ
れ
に
含
ま

れ
一
切
つ
ま
り
、
販
売
業
者
は
当
然
に
金
融
機
関
に
弁
済
し
た
額
に
遅
延
損
害
金
を
増
額
し
て
請
求
で
き
る
の
で
は
た
句
、
金
融
機
関
へ
の

弁
済
に
関
連
し
て
蒙
っ
た
損
害
で
あ
り
、
損
害
を
蒙
っ
た
こ
と
に
つ
き
ゃ
む
を
得
ざ
る
事
情
が
存
在
し
た
こ
と
を
立
証
し
て
初
め
て
弁
済
額

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

以
上
の
請
求
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
と
は
い
え
な
い
し
、
正
当
に
蒙
っ
た
代
位
弁
済
に

よ
る
損
害
の
請
求
を
販
売
業
者
に
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
o

従
っ
て
、
〔
9
〕
・
〔
叩
〕
判
決
は
割
賦
販
売
法
六
条
を
類
推
適
用
し
て
求
償
債
務
額
及
び
遅
延
損
害
金
を
制
限
し
て
い
る
が
、
求
償
債
務
に

対
す
る
遅
延
損
害
金
が
年
六
分
に
制
限
さ
れ
る
の
は
、
民
法
四
五
九
条
二
項
に
よ
る
民
法
四
二
二
条
二
項
準
用
の
結
果
で
あ
り
、
求
償
額
自

体
が
割
賦
販
売
法
六
条
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
の
は
、
求
償
の
前
提
と
な
っ
た
代
位
弁
済
額
自
体
、
す
な
わ
ち
消
費
貸
借
上
の
債
務
額
自
体

が
割
賦
販
売
法
六
条
及
び
利
息
制
限
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
結
果
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
ロ

1
ン
提
携
販
売
の
場
合
に
、

ω購
入
者
の
賦
払
金
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
金
融
機
関
が
購
入
者
の
期
限
の
利
益
を

喪
失
さ
せ
残
債
務
主
括
請
求
す
る
に
は
、
二

O
日
以
上
の
期
間
を
定
め
書
面
で
賦
払
金
の
支
払
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
…
フ
割
賦
版
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説

売
法
五
条
の
類
推
適
用
)
、

ω右
消
費
貸
借
上
の
残
債
務
請
求
に
は
利
息
利
限
法
に
加
え
て
割
賦
販
売
法
六
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
、
ゆ
購

入
者
よ
り
委
託
を
受
け
て
保
証
人
と
な
っ
た
販
売
業
者
が
購
入
者
の
右
憤
務
を
金
融
機
関
に
代
位
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
民
法
四
五
九
条
二

項
の
範
囲
で
求
償
権
を
取
得
す
る
、

ω服
売
業
者
の
求
償
権
行
使
に
は
、
直
接
、
割
賦
版
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
は
な
い
、
と
要
約

乏企‘
副司

で
き
よ
う
。

(
2
〉
立
法
者
は
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
(
通
産
省
産
業
政
策
局
消
費
者
経
済
課
編
『
新
版
・
増
補

年
三

O
頁〕。

(

3

)

本
件
評
釈
と
し
て
、
安
藤
次
男
・
法
学
四
二
巻
一
号
一

O
二
頁
以
下
、
岨
野
悌
八
九
・
法
曹
時
報
一
一
二
巻
八
号
一
四
二
頁
以
下
、
同
・
ジ
ュ
リ
ユ
ト
六

三
O
号
八

O
頁
、
錦
織
成
史
・
民
商
法
雑
誌
七
六
巻
六
号
六
五
頁
以
下
、
宇
野
栄
一
郎
・
金
融
法
務
事
情
八
二
四
号
一
八
頁
以
下
、
宅
間
違
彦
・
公
一
訟
法

学
六
号
一
一
九
頁
以
下
、
長
尾
治
助
・
判
例
評
論
二
二

O
号
二
五
頁
以
下
、
原
因
甫
・

N
B
L
一
三
七
号
二
二
頁
以
下
、
柳
勝
司
・
名
古
屋
大
学
法

政
論
集
七
八
巻
四
二
二
頁
以
下
、
米
倉
明
・
法
学
協
会
雑
誌
九
五
巻
六
号
一
二
四
頁
以
下
、
堀
内
仁
・
手
形
研
究
二
五
四
号
六
四
頁
以
下
が
あ
る
。

ハ
4
〉
本
件
評
釈
と
し
て
、
高
橋
弘
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
三
一
九
号
八
五
頁
。
本
件
の
事
実
関
係
は
同
評
釈
に
依
る
。

ハ
5
〉
反
対
す
る
見
解
と
し
て
、
た
と
え
ぼ
、
法
曹
会
決
議
昭
和
四
四
年
三
月
六
日
(
法
曹
時
報
一
二
巻
七
号
二
一
八
頁
)
が
あ
る
。

ハ
6
〉
〔
日
〕
判
決
研
究
、
野
村
豊
弘
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
八
号
一
一
一
一

O
頁。

(

7

)

割
賦
販
売
法
六
条
は
解
除
後
の
損
害
賠
償
額
等
を
制
限
す
る
だ
け
で
割
賦
販
売
契
約
解
除
前
の
賦
払
金
の
遅
延
損
害
金
の
約
定
に
は
適
用
さ
れ
な

い
。
従
っ
て
、
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
る
場
合
に
も
期
限
の
利
益
喪
失
前
の
賦
払
金
の
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
は
割
賦
販
売
法
六
条
は
類
推
適
用
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

割
賦
販
売
契
約
に
お
け
る
右
遅
延
損
害
金
は
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
利
息
制
限
法
に
よ
っ
て
当
然
に
は
制
限
さ
れ
な
い

が
、
通
産
省
通
達
(
昭
和
四
八
年
三
月
二
六
日
四
八
企
局
二
七
五
号
)
に
よ
っ
て
「
賦
払
金
の
支
払
義
務
の
不
履
行
お
よ
び
期
限
の
利
益
の
喪
失
の
場
合

の
賦
払
金
等
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
を
約
定
す
る
場
合
に
は
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
る
場
合
を
除
い
て
利
息
制
限
法
で
定
め
る
範
囲
内
で
あ
る
こ

と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
期
限
の
利
益
喪
失
後
の
残
債
務
及
び
遅
延
損
害
金
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
を
類
推
適
用
す
べ
き

こ
と
は
、
本
文
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

新
割
賦
販
売
法
の
解
説
』
一
九
七
六
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(2・完〉

〈

8
)

ロ
l
ン
提
携
販
売
の
場
合
、
顧
客
の
債
務
不
履
行
を
原
因
と
し
て
契
約
の
解
除
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
。
売
買
代
金
債
務
は
、
顧
客

の
借
入
金
を
金
融
機
関
が
直
接
に
販
売
業
者
の
預
金
口
座
へ
振
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
履
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
顧
客
の
代
金
債
務
の
不
履
行

を
理
由
と
す
る
売
買
契
約
の
解
除
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
金
融
機
関
が
顧
客
の
賦
払
金
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
も
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
。
主
債
務
で
あ
る
消
費
貸
借
上
の
債
務
が
解
除
に
よ
っ
て
効
力
を
失
な
え
ば
、
金
融
機
関
は
販
売
業
者
に
対
し
て
保
証
債

務
の
履
行
を
請
求
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
門
9
〕
判
決
は
最
高
裁
判
決
と
し
て
〔
日
〕
・
〔
ロ
〕
判
決
を
確
認
し
た
だ
け
で
な
く
、
顧
客
の
賦

払
金
の
不
履
行
に
際
し
て
、
期
限
の
利
益
の
喪
失
に
よ
る
契
約
清
算
方
式
の
み
を
採
用
す
る
他
の
取
引
形
態
の
場
合
に
も
解
除
の
意
思
表
示
の
不
存
在
の

み
を
理
由
と
し
て
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
否
定
で
き
な
い
、
と
解
す
る
根
拠
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

9

)

後
述
す
る
他
の
取
引
形
態
は
、
い
ず
れ
も
信
用
供
与
者
自
身
が
貸
倒
処
理
機
能
を
負
担
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
顧
客
が
賦
払
金
を
遅
滞
し
た
場
合
に

は
、
与
信
者
自
身
が
顧
客
に
対
し
て
直
接
残
債
務
等
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
叩
)
〔
9
〕
・
〔
叩
〕
判
決
は
、
い
ず
れ
も
販
売
業
者
が
金
融
機
関
に
代
位
弁
済
し
た
後
に
一
時
に
求
償
債
権
を
行
使
せ
ず
に
、
顧
客
(
〔
9
〕
判
決
)
あ
る
い

は
そ
の
連
帯
保
証
人
(
〔
叩
〕
判
決
)
に
求
償
債
務
の
割
賦
払
い
を
認
容
し
、
し
か
る
後
に
求
償
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ

残
債
務
を
一
括
請
求
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
売
主
で
あ
る
販
売
業
者
と
顧
客
と
の
聞
に
成
立
し
た
再
度
の
賦
払
い
契
約
を
ロ

l
y
提
携
販
売
か
ら
通
常
の

割
賦
販
売
へ
移
行
さ
せ
る
た
め
の
契
約
で
あ
る
と
解
し
、
そ
こ
か
ら
求
償
債
務
と
割
賦
代
金
債
務
の
実
質
的
問
一
性
を
肯
定
す
る
口
見
解
が
あ
る
(
安
藤
・

前
掲
評
釈
・
法
学
四
二
巻
一
号
一

O
四
頁
、
錦
織
・
前
掲
評
釈
・
民
商
法
雑
誌
七
六
巻
六
号
七
四
|
七
五
頁
、
長
尾
・
前
掲
評
釈
・
判
例
評
論
二
二

O
号

二
七
頁
等
)
。

確
か
に
、
〔
9
〕
判
決
で
は
求
償
債
務
関
係
の
両
当
事
者
は
当
該
商
品
の
売
主
・
買
主
と
い
う
関
係
に
あ
り
、
販
売
業
者
が
賦
払
い
を
顧
客
に
認
容
し
、

か
っ
そ
の
担
保
と
し
て
当
該
商
品
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
点
で
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
お
け
る
右
求
償
関
係
に
は
、
割
賦
販
売
と
同
視
し
う
る
法
律
関

係
が
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
見
解
で
は
、
第
一
に
、
販
売
業
者
が
代
位
弁
済
後
、
即
座
に
顧
客
に
求
償
債
権
を
行
使
す
る
場
合
(
た
と

え
ば
、
顧
客
に
期
限
の
猶
予
を
与
え
て
も
債
権
回
収
の
見
込
み
が
な
い
場
合
、
顧
客
が
行
方
不
明
の
場
合
等
〉
に
は
、
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
は

許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
割
賦
販
売
の
場
合
に
は
室
田
一
回
交
付
を
要
す
る
(
割
賦
販
売
法
四
条
)
か
ら
法
形
式
上
も
販
売
業
者
・
顧
客
聞
の
割

賦
販
売
方
式
に
切
り
換
え
ら
れ
た
と
見
る
の
は
困
難
で
あ
る
(
米
倉
・
前
掲
評
釈
・
法
学
協
会
雑
誌
九
五
巻
六
号
一
二
八
頁
参
照
)
。
第
三
に
、
〔

m〕判

決
に
お
け
る
よ
う
に
、
求
償
債
務
の
当
事
者
が
当
該
商
品
の
売
主
・
買
主
の
関
係
に
な
い
場
合
(
売
主
と
連
帯
保
証
人
間
〉
に
は
、
右
の
見
解
を
採
っ
て

も
、
求
償
債
務
と
割
賦
代
金
債
務
の
実
質
的
同
)
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
お
け
る
求
償
債
務
と
割
賦
代
金
債

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条
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務
の
実
質
的
同
一
性
は
、
求
償
債
務
に
関
す
る
販
売
業
者
・
顧
客
聞
の
法
律
関
係
の
み
か
ら
、
し
か
も
、
個
別
的
な
い
し
偶
然
的
な
割
賦
払
い
の
約
定
か

ら
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
利
用
し
た
顧
客
が
賦
払
金
を
遅
滞
す
れ
ば
、
必
ず
販
売
業
者
が

求
償
債
権
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
求
償
債
務
を
発
生
さ
せ
る
ロ

1
ン
提
携
販
売
の
取
引
構
造
自
体
の
中
で
割
賦
代
金
債
務
と
求
償
債
務
(
そ
の
背

後
に
あ
る
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
)
と
の
実
質
的
同
一
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(
江
〉
金
融
機
関
と
販
売
業
者
の
問
の
包
括
保
証
契
約
の
存
在
は
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
売
買
契
約
の
結
合
を
立
証
す
る
た
め
の
有
力
な
間
接
事
実
と
な

る
が
、
仮
に
右
包
括
保
証
契
約
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
貸
付
金
の
利
用
目
的
の
限
定
性
と
貸
付
金
の
販
売
業
者
に
対
す
る
直
接
の
引
渡
が
、
両
契
約

の
結
合
を
肯
定
さ
せ
る
。

ハ
ロ
)
一
九
七
二
年
の
割
賦
販
売
法
の
改
正
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
竹
内
昭
夫
教
授
は
、
右
改
正
が
金
融
機
関
の
与
信
取
引
を
規
制
対
象
に
取
り
込
ま
な

い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
点
を
重
視
し
て
、
販
売
業
者
・
顧
客
聞
の
関
係
に
限
定
し
て
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
(
「
割
賦
販

売
と
消
費
者
保
護
」
『
商
事
法
の
諸
問
題
』
石
井
照
久
先
生
追
悼
一
論
文
集
一
九
七
四
年
一
二

O
O頁
)
。
右
の
見
解
に
は
、
戸

l
ン
提
携
販
売
に
お
け
る
金

融
機
関
の
信
用
供
与
を
純
粋
な
信
用
供
与
と
同
視
す
る
理
論
的
背
景
が
あ
る
(
同
旨
、
山
野
勲
夫
「
消
費
者
信
用
取
引
と
割
販
法
」
手
形
研
究
一
二
四
号

二
四
頁
〉
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
本
文
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
片
面
的
に
類
推
適
用
す
る
こ
と

の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
宇
野
・
前
掲
評
釈
・
金
融
法
務
事
情
八
二
四
号
ニ
二
一
貝
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ハ
ロ
〉
学
説
は
宇
野
・
前
掲
評
釈
を
除
き
、
〔
9
〕
・
〔
叩
〕
判
決
の
結
論
に
賛
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
求
償
債
務
と
割
賦
代
金
債
務
の
実
質
的
同
一
性
を
い

か
に
解
釈
論
上
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
。

原
田
甫
『
新
割
賦
販
売
契
約
の
実
務
』
一
九
七
三
年
七
五
頁
は
、
顧
客
が
金
融
機
関
に
対
す
る
賦
払
金
の
弁
済
を
借
入
金
の
返
済
と
し
て
で
は
な

く
、
売
買
代
金
の
弁
済
と
考
え
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
お
け
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
上
の
債
務
(
販
売
業
者
が
代
位
弁
済
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
求
償
債
務
)
と
割
賦
代
金
債
務
の
実
質
上
の
同
一
性
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。
確
か
に
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
利
用
す
る
購
入
者
は
販
売

業
者
の
と
こ
ろ
で
借
入
の
申
込
を
行
な
う
(
図
日
参
照
)
。
従
っ
て
、
購
入
者
が
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
一
度
は
金
融
機
関
に
出
向
く

と
し
て
も
、
一
般
に
取
引
経
験
が
浅
く
法
律
上
の
知
識
も
十
分
で
は
な
い
彼
ら
が
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
割
賦
販
売
と
同
視
し
、
売
買
代
金
の
支
払
い
先

が
た
ま
た
ま
金
融
機
関
で
あ
る
と
考
え
て
も
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
関
与
す
る
他
の
当
事
者
で
あ
る
金
融
機

関
及
び
販
売
業
者
は
、
共
同
し
て
買
主
と
割
賦
販
売
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
意
思
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
見
解
は
、
何
故
買
主
の
い
わ
ば
主
観

的
意
図
の
み
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
に
言
及
し
て
い
な
い
点
で
、
十
分
な
根
拠
を
提
示
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。

論
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こ
れ
に
対
し
て
、
竹
内
・
前
掲
論
文
二
九
九
|
三

O
O頁
、
原
田
・
前
掲
評
釈
・

N
B
L
一
三
七
号
二
六
頁
は
、
ロ

I
ソ
提
携
販
売
の
取
引
実
態
に
即

し
て
三
当
事
者
間
の
法
律
関
係
を
再
構
成
し
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
顧
客
・
販
売
業
者
聞
の
割
賦
販
売
契
約
、
金
融
機
関
・
販
売
業
者
間
の
金
銭
消
費
貸

借
契
約
、
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
払
込
事
務
委
託
契
約
が
結
び
つ
い
た
取
引
形
態
で
あ
る
と
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
販
売
業
者
の
求
償
権
の
行
伎
を
割
賦

代
金
債
権
の
行
使
と
同
視
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
金
を
顧
客
が
完
済
す
る
迄
は
売
買
契
約
の
履
行
が
終
了
し
な
い
と
解
す

る
右
見
解
の
構
成
に
は
無
理
が
あ
る
し
、
金
融
機
関
・
買
主
聞
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
及
び
借
入
金
の
一
括
払
込
み
の
約
定
、
販
売
業
者
・
購
入
者
間
の

売
買
契
約
及
び
保
証
委
託
契
約
、
金
融
機
関
・
販
売
業
者
間
の
連
帯
保
証
契
約
と
い
う
法
形
式
を
全
く
無
視
し
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
(
同
旨
、

米
倉
・
前
掲
評
釈
・
法
学
協
会
雑
誌
九
五
巻
六
号
二
二
一
号
)
。

来
栖
三
郎
『
契
約
法
』
一
九
七
四
年
一
九
四
頁
(
三
藤
邦
彦
執
筆
)
、
鈴
木
禄
弥
・
高
木
多
喜
男
編
『
動
産
売
買
法
』
一
九
七
六
年
二
八
九
頁
三
一
一
藤
邦

彦
執
筆
〉
は
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
構
成
す
る
売
買
と
消
費
貸
借
の
密
接
不
可
分
な
関
係
か
ら
、
金
融
機
関
・
顧
客
間
に
五
条
を
、
販
売
業
者
・
顧
客
聞

に
六
条
を
類
推
適
用
す
る
。
売
買
と
消
費
貸
借
の
密
接
不
可
分
な
関
係
を
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
点
で
基
本
的
に
は
右
の
見
解
に
賛
成

し
た
い
。
し
か
し
右
の
根
拠
と
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
結
論
を
つ
な
ぐ
過
程
が
不
鮮
明
な
ま
ま
で
あ
る
点
で
、
右
の
見
解
も
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
大
河
純
夫
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
と
利
息
制
限
法
」
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
三

O
号
九
七
頁
は
、
利
息
制
限
法
を
「
社
会

的
経
済
的
弱
者
保
護
法
」
「
債
務
者
保
護
法
」
と
し
て
の
み
評
価
す
る
立
場
を
批
判
し
て
、
利
息
制
限
法
は
元
本
債
権
と
一
定
利
息
(
制
限
利
息
)
の
回

収
を
保
証
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
解
す
る
。

(
日
)
こ
の
よ
う
に
、
利
息
制
限
法
一
条
・
四
条
と
割
賦
販
売
法
六
条
の
重
畳
的
適
用
が
問
題
と
な
る
の
は
、
金
銭
消
費
貸
借
の
法
形
式
を
採
る
信
用
供
与

と
売
買
に
伴
う
信
用
供
与
の
聞
に
接
点
が
存
在
す
る
こ
と
の
一
つ
の
例
証
で
あ
る
。
右
の
適
用
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
販
売
信
用
取
引
と
金
融
取

引
の
包
括
的
規
制
が
要
請
さ
れ
る
。
な
お
、
判
例
は
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
場
合
に
の
み
利
息
制
限
法
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
(
大
判
大
正
一

O
年
一
一

月
二
八
日
民
録
二
七
韓
三

O
五
二
具
。
但
し
、
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
二
一
月
一
六
日
判
例
時
報
六
七
三
号
五
五
頁
傍
論
参
照
)
。

(
日
〉
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
寺
田
正
春
「
弁
済
者
代
位
制
度
論
序
説
付
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
二

O
巻
一
号
六
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
刊
む
た
と
え
ば
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
(
民
法
講
義

W
)』
一
九
六
四
年
四
三
四
頁
、
於
保
不
二
雄
『
債
権
総
編
』
新
版
一
九
七
二
年
二
四

O
l
二

四
一
一
貝
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論

E
』
一
九
七
八
年
一
六
七
頁
。

ハ
臼
)
勿
論
、
販
売
業
者
・
購
入
者
間
で
再
度
割
賦
払
契
約
を
締
結
す
る
こ
左
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
更
改
な
い
し
準
消
費
貸
借
と
解
さ
れ
る
。

北法33(3・275)863 

消費者信用取ヲ!と割賦販売法五条・六条



説

(
山
口
〉
山
野
・
前
掲
論
文
・
手
形
研
究
一
二
四
号
二
四
頁
は
、
現
実
の
取
扱
い
で
は
割
賦
販
売
法
が
要
求
す
る
程
度
の
猶
予
期
聞
を
と
っ
て
い
る
の
が
普
通

で
あ
り
、
消
費
者
ロ

l
ン
の
よ
う
に
相
殺
に
よ
る
債
権
回
収
に
多
く
の
期
待
を
も
て
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
期
限
の
利
益
の
当
然
喪
失
条
項
は
威
力
が

な
い
と
指
摘
す
る
。
同
旨
、
北
川
善
太
郎
『
消
費
者
法
の
シ
ス
テ
ム
』
一
九
八

O
年
一
一
一
一
一
一
|
一
一
一
二
三
貝
。

さきl斗
員同

個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん

最
近
急
速
に
取
引
量
が
拡
大
し
て
い
る
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
|
|
ク
レ
ジ
ッ
ト
販
売
と
か
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ロ

l
ン
と
も
呼
ば
れ
る

(
b
)
 

ー
ー
は
、
顧
客
・
販
売
業
者
間
の
売
買
契
約
関
係
及
び
顧
客
・
信
販
会
社
聞
の
立
替
払
委
託
及
び
賦
払
い
契
約
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
(
図
ロ

参
照
)
、
信
販
会
社
の
顧
客
に
対
す
る
立
替
金
債
権
(
手
数
料
一
を
含
む
)
を
保
全
す
る
た
め
、
商
品
の
所
有
権
が
信
販
会
社
に
留
保
さ
れ
て

い
る
(
販
売
業
者
は
所
有
権
を
留
保
し
て
購
入
者
に
商
品
を
引
渡
し
、
信
販
会
社
が
頭
金
を
除
く
残
債
務
を
一
括
し
て
販
売
業
者
に
支
払
っ

た
時
点
で
商
品
の
所
有
権
が
信
販
会
社
に
移
転
す
る
〉
取
引
形
態
で
あ
る
。

個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
場
合
に
も
、
顧
客
の
賦
払
金
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
信
販
会
社
が
顧
客
の
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
残

債
務
及
び
こ
れ
に
対
す
る
約
定
遅
延
損
害
金
を
請
求
し
た
事
件
に
お
い
て
、
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
た
下
級
審
判
例
が
あ

v
G

。〔
口
〕
新
宿
筒
判
昭
和
五
三
年
二
月
二
八
日
(
判
例
時
報
八
九
八
号
九
八
頁
)

〔
事
実
〕
Y
は
訴
外
A
図
書
販
売
会
社
か
ら
文
学
全
集
を
購
入
し
、
同
日
X
信
販
会
社
と
の
間
で
購
入
代
金
に
つ
き
X
が
A
に
立
替
払
い
し
、
そ
の
後

Y
は
X
に
立
替
代
金
を
二
四
回
毎
月
均
等
払
ボ
ー
ナ
ス
併
用
方
式
で
割
賦
払
い
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
際
、
割
賦
金
の
支
払
い
を
遅
滞
し
た

時、

Y
は
期
限
の
利
益
を
失
い
残
額
を
一
時
に
支
払
う
こ
と
、
日
歩
八
銭
の
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
旨
、
約
定
さ
れ
て
い
た
。

Y
は
、
初
回
の
割
賦
金

を
支
払
っ
た
の
み
で
、
そ
の
後
支
払
い
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
X
は
Y
に
対
し
て
割
賦
販
売
法
五
条
一
項
所
定
の
手
続
を
と
り
、
Y
の
期
限
の
利
益
を

喪
失
さ
せ
、
立
替
残
金
及
び
、
こ
れ
に
対
す
る
約
定
利
率
日
歩
八
銭
ハ
年
二
割
九
分
二
一
思
)
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
て
訴
を
提
起

北法33(3・276)864 



(2・完〉

者業ー!o-
7己

約

頼

一

知

さ
依
一
品
口
吋

雪
白
一
日
付
禍

屈
調
一
結
期

盟
用
一
時
樹

号
一
日
一

-
L
J

加
②
'
一
、

FU

客

消費者信用取ヲ!と割賦販売法五条・六条

原
⑤商品の引渡

図12 個品割賦購入あっせん

顧客が販売業者に対して商品購入の申込みをすると、販売業者は同時に信販会社に

よる購入代金の立替払いの承認及び立替金の分割返済を内容とする契約の申込書へ

の記入を求める(①〕。一方、販売業者は信販会社に対して、申込のあった購入者の

信用調査を依頼し(②〕、その結果が良好であれば、信販会社は販売業者に顧客との

契約締結に承諾する旨、通知する(③・④〉。販売業者は顧客に商品を引渡す(⑤〉。

他方、信販会社は頭金を除く残売買代金を一括して販売業者に支払う(⑥)。以後、

顧客は、商品代金に手数料を加算した金額を信販会社に対して分割返済する(⑦〕。

し
た
。
な
お
与

Y
は
口
頭
弁
-
論
期
日
に
欠
席
し
た
。

〔
理
由
〕
木
件
立
替
払
契
約
は
訴
外
A
に
対
す
る
書
籍
代
金
の
一
部
の
支

払
い
に
あ
て
る
た
め
に
X
が
Y
に
代
っ
て
立
替
払
い
を
な
し
、
こ
の
立
替

金
の
返
済
に
つ
き
、
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
か
っ
、
三
回
以
上
に

分
割
し
て
返
済
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
か
っ
、
書
籍
が
割
賦
販
売
法
に

お
け
る
指
定
商
品
で
あ
る
か
ら
、
契
約
機
能
の
実
質
に
お
い
て
割
賦
販
売

法
所
定
の
ロ

l
ン
提
携
販
売
に
当
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

割
賦
販
売
法
の
制
定
は
購
入
者
ら
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
主
目
的
と

す
る
い
わ
ゆ
る
消
費
者
保
護
立
法
に
し
て
、
同
法
六
条
は
、
購
入
者
が
指

定
商
品
を
割
賦
購
入
す
る
買
主
で
あ
る
場
合
に
、
割
賦
金
支
払
い
が
遅
延

し
た
と
き
過
大
な
遅
延
損
害
金
を
付
帯
請
求
さ
れ
る
こ
と
の
苦
痛
か
ら
買

主
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
同
条
は
「
割
賦
販
売
」
規
定
の
総

則
に
位
置
し
「
割
賦
販
売
」
と
は
、
ま
さ
に
「
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た

り
、
か
つ
三
回
以
上
分
割
し
て
返
還
す
る
こ
と
」
を
根
幹
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
ロ
ー
ン
提
携
版
交
に
お
け
る
準
用
規
定
の
有
無
を
検
索
す
る

ま
で
も
な
く
同
法
第
六
条
の
類
推
適
用
を
受
け
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
件
契
約
で
は
現
金
販
売
価
格
に
手
数
料
(
立
替
代
金
に
対

し
一
四
・
四
%
の
利
息
)
を
加
算
し
た
額
が
割
賦
販
売
法
第
六
条
二
号
に

い
う
「
割
賦
販
売
価
格
に
相
当
す
る
額
」
に
当
た
り
、
こ
れ
に
対
す
る
年

六
分
を
こ
え
る
遅
延
損
害
請
求
は
無
効
で
あ
る
。

〔
日
〕
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
二
月
一
五
日
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
二
号
一
一

二
頁
)

〔
事
実
〕

Y
は
訴
外
A
会
社
よ
り
自
動
販
売
機
一
台
を
購
入
し
、

X
は
Y

北法33(3・277)865 



説

と
そ
の
購
入
代
金
を
訴
外
A
に
立
替
払
い
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
際
X
Y
間
で
、
右
立
替
金
を
二
四
回
の
割
賦
払
い
と
し
、

Y
が
分
割
の
支
払

い
を
遅
滞
し
た
時
は
期
限
の
利
益
を
失
い
、
未
払
金
全
額
及
び
こ
れ
に
対
し
支
払
済
み
ま
で
日
歩
八
銭
の
遅
延
損
害
金
を
付
加
し
て
支
払
う
旨
、
約
定

し
た
。

Y
は
初
回
金
を
支
払
っ
た
の
み
で
割
賦
金
の
支
払
い
を
遅
滞
し
た
た
め
、
期
限
の
利
益
を
喪
失
し
た
。

X
は
立
替
金
残
金
及
び
こ
れ
に
対
す
る

期
限
の
利
益
を
失
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
、
日
歩
八
銭
(
年
二
割
九
分
二
厘
)
の
割
合
に
よ
る
約
定
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
て
訴

を
提
起
し
た
。
な
お
、

Y
は
口
頭
弁
論
期
日
に
欠
席
し
た
。

〔
理
由
〕

X
Y
問
の
契
約
は
、

X
が
割
賦
販
売
法
に
い
う
指
定
商
品
で
あ
る
自
動
販
売
機
の
購
入
代
金
を
売
主
に
対
し
、

Y
の
た
め
に
立
替
払
い
を

し
、
そ
の
金
額
を
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
か
つ
三
回
以
上
に
分
割
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
替
払
い

と
い
う
方
法
が
介
入
し
た
と
し
て
も
そ
の
実
質
は
割
賦
販
売
に
お
け
る
代
金
の
支
払
い
と
解
し
て
差
し
っ
か
え
な
い
。
そ
し
て
割
賦
販
売
法
は
商
品
の

購
入
者
等
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
消
費
者
保
護
立
法
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
本
件
立
替
金
請
求
に
は
同
法
を
類
推
適
用

す
る
の
を
相
当
と
す
る
。
割
賦
販
売
法
六
条
が
本
件
の
よ
う
に
契
約
の
解
除
の
な
い
場
合
に
類
推
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
疑
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
契
約
の
解
除
の
な
レ
場
ム
ロ
を
特
に
除
外
す
る
合
理
的
理
由
は
見
出
し
難
い
ρ

Ej弘、

両岡

右
判
決
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
個
口
問
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
も
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
場
合
と
同
様
の
理
由
づ
け
を
も
っ
て
、

信
販
会
社
の
顧
客
に
対
す
る
残
債
務
等
の
請
求
に
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
が
認
容
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
顧
客
が
信
販
会
社
に

対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
実
質
が
割
賦
販
売
に
お
け
る
代
金
の
支
払
い
と
異
な
ら
ず
(
第
一
の
根
拠
)
、
右
の
性
質
を
具
備
す
る
債
務
の
履

行
遅
滞
を
原
因
と
し
て
、
信
販
会
社
が
顧
客
の
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
残
債
務
を
一
括
請
求
す
る
時
に
は
、
割
賦
販
売
契
約
が
割
賦
代
金

債
務
の
不
履
行
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
場
合
と
同
視
し
う
る
(
第
二
の
根
拠
、
但
し
〔
日
〕
判
決
は
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
な
い
〉
、
と
解
す
る
。

信
販
会
社
の
顧
客
に
対
す
る
残
債
務
及
び
約
定
遅
延
損
害
金
請
求
は
、

に
お
け
る
清
算
関
係
の
表
現
で
あ
り
、

顧
客
の
賦
払
い
の
遅
滞
を
原
因
と
す
る
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん

信
販
会
社
に
対
す
る
顧
客
の
債
務
が
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
け
れ
ば
、

信
販
会
社
の

右
請
求
は
割
賦
販
売
法
六
条
二
号
の
場
合
|
|
割
賦
販
売
業
者
が
、
商
品
の
返
還
を
求
め
ず
に
割
賦
残
代
金
相
当
額
と
こ
れ
に
対
す
る
遅
延

北法33(3・278)866 



損
害
金
を
請
求
し
た
場
合
ー
ー
ー
と
同
一
の
利
益
状
況
を
信
販
会
社
と
顧
客
の
聞
に
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
個
口
問
割
賦
購
入
あ
っ

せ
ん
の
場
合
に
も
、
第
一
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
、
信
販
会
社
に
対
し
て
顧
客
が
負
担
し
て
い
る
債
務
の
性
質
を
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に

同
視
し
う
る
と
解
す
る
点
が
、
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
た
右
判
決
の
核
心
部
分
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
信
販
会
社
・
顧
客
聞
の
法
律
関
係
を
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
全
取
引
過
程
か
ら
分
離
し
て
観
察
す
る
と
、
割
賦
既

売
と
同
視
し
う
る
取
引
構
造
は
存
在
し
な
い
。
信
販
会
社
は
、
商
品
を
自
ら
販
売
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
販
売
業
者
に
対
す
る
立
替

払
金
に
手
数
料
を
加
算
し
た
額
の
分
割
払
い
を
顧
客
に
認
容
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
販
会
社
・
顧
客
間
の
契
約

関
係
の
み
に
限
定
し
て
、
右
債
務
の
性
質
を
考
察
し
て
も
、
信
販
会
社
に
対
す
る
顧
客
の
債
務
を
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い

(2・完〉

と
し
た
判
決
理
由
は
理
解
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
購
入
者
・
信
販
会
社
聞
の
契
約
約
款
に
よ
れ
ば
、
購
入
者
(
及
び
そ
の
連
帯
保
証
人
)
は
商
品
代
金
を
信
販
会
社
が
販
売
業
者

に
立
苔
払
い
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
か
つ
商
品
代
金
に
分
割
手
数
料
を
加
算
し
た
金
額
を
契
約
時
所
定
の
方
法
に
よ
り
分
割
返
済
す
る
旨
、

約
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
販
売
業
者
か
ら
商
品
を
購
入
し
た
の
に
信
販
会
社
に
対
し
て
顧
客
が
債
務
を
負
担
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
第

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

一
に
、
信
販
会
社
が
商
品
代
金
を
顧
客
に
代
っ
て
販
売
業
者
に
支
払
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
他
方
、
顧
客
が
分
割
払
い
に
よ
る
商
品
購
入
を

希
望
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
販
売
業
者
が
商
品
を
引
渡
す
の
は
、
信
販
会
社
か
ら
商
品
代
金
相
当
額
が
一
括
し
て
支
払
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
、
販
売
業
者
は
、
信
販
会
社
が
顧
客
と
の
契
約
の
締
結
に
承
諾
す
る
以
上
、
顧
客
に
対
す
る
売
買
代
金
置
権
の
行
使
を
予
定
し

て
い
な
い
。

つ
ま
り
、

一
方
で
、
賦
払
金
を
徴
収
で
き
る
利
益
を
信
販
会
社
に
、
他
方
で
、
売
買
代
金
を
一
括
取
得
で
き
る
利
益
を
販
売
業
者
に
同
時

に
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
信
販
会
社
・
顧
客
聞
の
契
約
と
販
売
業
者
・
顧
客
聞
の
契
約
の
結
合
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

販
売
業
者
が
顧
客
に
商
品
を
販
売
し
な
け
れ
ば
、
信
販
会
社
は
顧
客
と
立
替
払
い
の
委
託
及
び
賦
払
い
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
な
い
し
、

北法33(3・279)867 



説

他
方
、
信
販
会
社
が
顧
客
と
右
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
、
販
売
業
者
は
商
品
代
金
の
分
割
払
い
を
希
望
す
る
顧
客
と
売
買
契
約
を
締
結
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
個
口
問
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
場
合
に
は
、
信
販
会
社
の
販
売
業
者
に
対
す
る
立
替
払
い
に
よ
っ
て
、
販
売
業

者
に
対
す
る
顧
客
の
売
買
代
金
債
務
の
一
括
弁
済
と
信
販
会
社
に
対
す
る
顧
客
の
債
務
負
担
の
二
つ
の
法
律
効
果
に
つ
き
、
そ
の
一
体
的
発

生
が
担
保
さ
れ
て
い
る
点
で
、
右
の
二
つ
の
契
約
の
結
合
は
.
ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
場
合
と
比
較
し
て
よ
り
密
接
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、
こ
こ
で
も
、
顧
客
が
約
定
ど
お
り
に
賦
払
金
を
支
払
っ
て
い
る
聞
は
販
売
業
者
・
顧
客
聞
の
売
買
契
約
と
信
販
会
社
・
顧
客
聞
の

論

立
替
払
委
託
及
び
賦
払
い
に
関
す
る
契
結
の
結
合
を
前
提
と
し
て
利
益
を
享
受
し
て
お
き
な
が
ら
、

一
日
一
、
顧
客
が
賦
払
金
の
支
払
い
を
遅

滞
す
る
と
、
顧
客
の
賦
払
債
務
は
売
買
代
金
債
務
と
は
全
く
'
無
関
係
に
信
販
会
社
・
顧
客
間
の
契
約
関
係
の
み
か
ら
発
生
し
て
い
る
と
主
張

す
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
解
し
て
、
初
め
て
、
信
販
会
社
に
対
す
る
顧
客
の
債
務
を
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
上
異
な
ら
な
い
と
し
て
、
割
賦
販
売
法
六

〈
お
〕

条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
た
〔
臼
〕
・
〔
M
〕
判
決
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
ー
か
。

(
却
)
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
証
書
に
よ
り
商
品
を
購
入
す
る
の
で
は
な
く
て
、
商
品
の
購
入
ご
と
に
契
約
書
を
作
成
す

る
。
そ
れ
故
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
と
は
異
な
り
、
割
賦
販
売
法
三

O
条
以
下
の
適
用
が
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
ハ
中
島
龍
児
「
新
個
ロ
間
割
賦
購
入
あ
っ

せ
ん
契
約
標
準
約
款
の
概
要
」

N
B
L
一
二
四
号
二

O
頁
、
山
同
守
「
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
契
約
標
準
約
款
の
改
訂
に
つ
い
て
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ

ト
二
八
三
号
二
一
頁
。
通
産
省
担
当
者
の
支
配
的
な
見
解
と
考
え
ら
れ
る
)
。
従
っ
て
、
偲
口
問
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
は
割
賦
奴
売
法
の
規
制
対
象
か
ら
免

れ
て
い
る
取
引
形
態
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
通
産
省
通
達
(
昭
和
四
九
年
五
月
一
一
一
日
付
産
局
第
二
八
一
号
〉
に
よ
っ
て
、
個
口
問
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
場

合
に
も
、
割
賦
販
売
や
ロ
l

ン
提
携
販
売
に
お
け
る
と
向
様
に
分
割
払
い
条
件
を
顧
客
に
開
示
す
る
よ
う
行
政
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
(
小
峰
勝
美
「
消

費
者
信
用
の
仕
組
み
と
法
の
対
応
」

N
B
L
二
三

O
号
八
頁
)
o
h
y
i

リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
は
、
訪
問
販
売
法
六
条
参
照
。

(
幻
〉
簡
易
裁
判
所
で
は
個
口
同
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
関
連
す
る
訴
訟
が
急
増
し
て
お
り
(
太
田
幸
夫
「
立
替
払
契
約
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
判
例
タ
イ

ム
ズ
四
五
七
号
三
三
具
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
六
年
現
在
、
全
国
の
簡
裁
の
金
銭
請
求
訴
訟
事
件
中
の
い
わ
ゆ
る
「
そ
の
他
事
件
」

l
l売
買
、
損
害
賠
償
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等
の
典
型
的
事
件
を
除
い
た
も
の
|
|
の
約
八
七
%
が
立
替
金
ま
た
は
求
償
金
請
求
事
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
部
分
が
個
日
間
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
)
、
割
賦
販
売
法
上
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
か
否
か
を
争
点
と
す
る
事
件
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
月
刊
ク
レ
ジ

ッ
ト
二
九
四
号
一
五
頁
参
照
。
最
高
裁
判
所
「
広
報
テ
l
マ
」
昭
和
五
六
年
七
月
号
よ
り
転
載
)
。

(
泣
)
通
産
省
通
達
と
し
て
一
ホ
さ
れ
た
標
準
約
款
に
よ
れ
ば
、
信
販
会
社
・
購
入
者
聞
の
契
約
は
信
販
会
社
が
販
売
業
者
に
立
替
払
契
約
を
承
諾
す
る
旨
通

知
し
た
時
に
成
立
し
、
販
売
業
者
・
購
入
者
間
の
売
買
契
約
は
販
売
業
者
が
購
入
者
に
代
っ
て
信
販
会
社
に
立
替
払
契
約
の
申
込
を
し
た
時
に
立
替
払
契

約
の
成
立
を
停
止
条
件
と
し
て
成
立
す
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
(
中
島
・
前
掲
論
文
・

N
B
L
一
二
四
号
二
O
|
二
五
頁
、
山
田
・
前
掲
論
文
・
月
刊

ク
レ
ジ
ッ
ト
二
八
四
号
五

l
一一一一一員)。

(
幻
〉
個
口
問
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
法
構
造
を
説
明
す
る
見
解
と
し
て
次
の
コ
一
つ
の
学
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
信
販
会
社
が
、
顧
客
の
代
金
債
務
を
第
三

者
と
し
て
弁
済
し
、
そ
の
結
果
販
売
業
者
に
代
位
し
て
取
得
し
た
売
買
代
金
請
求
権
に
つ
い
て
顧
客
に
賦
払
い
を
認
め
て
い
る
と
解
す
る
見
解
(
以
下
、

代
位
弁
済
説
と
呼
ぶ
。
た
と
え
ば
、
来
栖
・
前
掲
書
註
(
臼
〉
一
七
五
頁
、
鈴
木
・
高
木
編
・
前
掲
書
註
(
岱
)
二
八
七
頁
)
、
顧
客
・
信
販
会
社
間
の
契
約

を
販
売
業
者
へ
の
売
買
代
金
支
払
い
を
委
託
す
る
準
委
任
関
係
(
民
法
六
五
六
条
)
と
解
し
、
分
割
払
手
数
料
を
含
む
信
販
会
社
の
顧
客
に
対
す
る
請
求

権
を
立
替
費
用
償
還
請
求
権
と
そ
れ
に
伴
う
利
息
及
び
報
酬
と
解
す
る
見
解
(
以
下
、
立
替
払
委
託
説
と
呼
ぶ
。
太
田
・
前
掲
論
文
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
四

五
七
号
二
六
頁
)
、
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
を
ロ

l
ン
提
携
販
売
と
同
視
し
て
、
信
販
会
社
・
購
入
者
聞
の
契
約
を
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
解
す
る
見

解
(
以
下
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
同
視
説
と
呼
ぶ
。
浜
上
期
雄
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
販
売
と
消
費
者
保
護
」

N
B
L
一
一
一
一
一
八
号
九
|
一
一
一
頁
、
同
二
四
O
号
一
一
一
一

頁
、
清
水
巌
「
利
息
制
限
法
」
北
川
善
太
郎
・
及
川
昭
伍
編
『
消
費
者
保
護
法
の
基
礎
』
一
九
七
七
年
二
四
三
1

二
四
四
頁
〉
で
あ
る
。
代
位
弁
済
説
か

ら
は
、
信
販
会
社
に
対
し
て
顧
客
が
負
担
す
る
賦
払
債
務
と
割
賦
代
金
債
務
と
の
実
質
的
同
一
性
を
容
易
に
説
明
で
き
る
。
立
替
払
委
託
説
は
こ
の
点
、

割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
根
拠
を
購
入
者
が
信
販
会
社
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
自
体
の
な
か
に
求
め
ず
、
信
販
会
社
と
販
売
業
者
の
有

機
的
結
合
と
購
入
者
が
右
債
務
を
実
質
的
に
は
割
賦
代
金
債
務
と
認
識
し
て
弁
済
し
て
い
る
点
に
求
め
て
い
る
。
周
有
の
利
益
を
求
め
独
立
し
た
当
事
者

と
し
て
取
引
に
関
与
す
る
信
販
会
社
と
販
売
業
者
の
経
済
的
結
合
に
い
か
な
る
法
的
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
不
明
。
購
入
者
の
主
観
的
意
図
を

問
題
と
す
る
点
は
、
原
田
・
前
掲
書
に
対
す
る
批
判
註
(
臼
〉
参
照
。
ロ
ー
ン
提
携
販
売
問
視
説
で
は
、
顧
客
が
信
販
会
社
に
対
し
て
負
担
す
る
消
費
貸
借

上
の
債
務
と
解
す
る
点
か
ら
、
い
か
に
し
て
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
根
拠
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
〔
口
〕
判
決
が
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
同
視
説
に
立
ち
な
が
ら
、
六
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
根
拠
を
両
取
引
の
契
約
機
能
の
実
質
的
同
一
性
の
み

か
ら
導
き
え
な
か
っ
た
点
に
、
こ
の
説
の
限
界
が
端
的
に
一
尽
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
右
学
説
の
評
価
は
、
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
の
可
否

北法33(3・281)869 
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を
め
ぐ
る
問
題
点
に
限
定
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
す
る
。

E命

(

C

)

 

割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん

割
賦
販
売
法
二
条
五
項
に
よ
れ
ば
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
と
は
、
あ
っ
せ
ん
業
者
が
顧
客
(
会
員
)
に
対
し
て
特
定
の
販
売
業
者
(
加
盟

問
)
か
ら
商
品
を
購
入
で
き
る
証
書
等
を
交
付
し
、
顧
客
が
そ
の
証
書
等
と
引
換
え
に
又
は
そ
れ
を
提
示
し
て
加
盟
庖
か
ら
商
品
を
購
入
し

た
時
は
、
あ
っ
せ
ん
業
者
が
会
員
か
ら
当
該
商
品
の
代
金
相
当
額
に
つ
き
分
割
返
済
を
受
け
る
一
方
、
加
盟
庖
に
商
品
代
金
相
当
額
を
交
付

す
る
取
引
形
態
で
あ
る
(
図

5
参
照
)
o

す
で
に
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
立
法
者
は
、
顧
客
に
よ
る
賦
払
金
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、

あ
っ
せ
ん
業
者
が
顧
客
の
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
残
債
務
及
び
約
定
遅
延
損
害
金
を
請
求
す
る
場
合
に
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
適

用
を
予
定
し
て
い
な
か
っ
問
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
・
実
務
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
〔
9
〕
判
決
以
前
の
事
案
で
は
あ
る
が
、
あ
っ
せ
ん
業
者
の
右
請
求
に
対
し
て
割

賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
た
下
級
審
判
決
が
あ
る
o

〔
時
〕

佐
世
保
筒
判
昭
和
四

O
年
三
月
二
九
日
(
下
級
裁
民
事
裁
判
例
集
一
六
巻
三
号
五
二
一
頁
)

〈
お
)

〔
事
実
〕
Y
は
X
協
同
組
合
の
会
員
で
あ
り
、
物
品
を
購
入
し
た
翌
月
の
一
一
一

O
日
に
X
が
賦
払
金
を
集
金
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
他
方
X
の
組
合

員
で
あ
る
加
盟
庖
は
、

X
の
会
員
に
対
し
て
ク
ー
ポ
ン
ま
た
は
特
信
券
に
よ
っ
て
物
口
聞
を
販
売
し
た
と
き
は
、
そ
の
代
金
の
金
額
に
相
当
す
る
金
員
の

支
払
い
を
X
に
販
売
し
た
月
の
翌
月
一
五
日
に
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

Y
は
X
発
行
の
ク
ー
ポ
ン
ま
た
は
特
信
券
に
よ
り
、
指
定
商
品
で
あ
る

衣
類
、
身
の
回
り
口
問
、
は
き
も
の
、
家
具
を
購
入
し
た
が
、
賦
払
金
を
途
中
で
支
払
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
X
は
Y
に
対
し
て
残
債
務
及
び
期
限
の

利
益
を
失
っ
た
翌
日
か
ら
完
済
ま
で
、
会
員
規
定
に
も
と
づ
き
、
日
歩
一

O
銭
の
遅
延
損
害
金
を
付
加
し
て
請
求
し
た
。

〔
理
由
〕
割
賦
販
売
法
は
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
と
販
売
業
者
お
よ
び
購
入
者
で
あ
る
「
利
用
者
」
と
の
間
の
、
い
わ
ゆ
る
三
面
関
係
を
規
定
し

北法33(3・282)870 
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た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
あ
っ
せ
ん
に
か
か
る
売
買
は
購
入
者
で
あ
る
「
利
用
者
」
と
販
売
業
者
と
の
聞
に
成
立
し
、
か
つ
割
賦
購

入
あ
っ
せ
ん
業
者
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
、
右
販
売
代
金
で
あ
る
購
入
証
表
示
の
金
額
を
「
利
用
者
」
か
ら
受
領
す
る
権
能
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
止

ま
り
、
「
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
金
」
名
義
を
も
っ
て
、
右
販
売
代
金
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
金
員
の
請
求
権
を
特
段
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
こ
う
し
て
、
今
日
の
社
会
-
般
の
取
引
実
例
に
お
い
て
は
‘
購
入
者
で
あ
る
「
利
用
者
」
側
か
ら
み
れ
ば
、
割
賦
販
売
に
よ

る
購
入
と
実
質
上
何
ら
こ
と
な
る
点
は
な
い
。
販
売
業
者
側
か
ら
み
れ
ば
、

X
の
差
引
金
額
を
考
慮
す
る
と
、
販
売
業
者
の
受
領
す
る
そ
の
金
額
の
実

質
的
経
済
的
価
値
は
、
割
賦
販
売
と
き
し
て
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
割
賦
販
売
法
施
行
前
に
お
い
て
は
、
割
斌
購
入
者
が
、
代
金
を
割

賦
支
払
い
す
る
気
兼
ね
や
遠
慮
か
ら
、
割
賦
販
売
業
者
側
か
ら
の
苛
酷
な
条
件
に
承
諾
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
事
例
に
鐙
み
、
割
賦
販
売
法
が
制
定
さ
れ

て
、
割
賦
購
入
者
保
護
の
た
め
の
諸
規
定
を
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
中
、
五
条
及
び
六
条
の
規
定
は
、
特
に
そ
の
保
護
規
定
の
主
要
部
分
を

な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
係
る
取
引
で
あ
っ
て
も
、
実
質
上
割
賦
販
売
の
場
合
と
同
様
の
条
件
で
な
さ
れ
る
も
の
は
、
五
条
及

び
六
条
の
規
定
の
準
用
が
あ
る
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
不
合
理
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

X
よ
り
五
条
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
、

Y
の
期
限
の
利
益
を
喪

失
さ
せ
た
と
の
主
張
立
証
が
な
い
か
ら
、
Y
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
せ
ず
、
年
六
分
を
こ
え
る
遅
延
損
害
金
の
請
求
は
無
効
で
あ
る
。

消費者信用取引と割賦滋売法五条・六条

〔
日
〕
判
決
は
、
顧
客
が
、
あ
っ
せ
ん
業
者
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
ク
ー
ポ
ン
又
は
特
信
券
を
利
用
し
て
、
指
定
商
品
に
該
当
す
る
商
品
を
購

入
し
、
賦
払
金
を
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
三
回
以
上
に
分
割
し
て
支
払
う
場
合
に
は
、
割
賦
販
売
に
よ
る
商
品
購
入
と
実
質
上
何
ら

異
な
ら
な
い
こ
と
、
及
び
服
売
業
者
が
あ
っ
せ
ん
業
者
か
ら
受
領
す
る
金
額
の
実
質
的
経
済
的
価
値
が
売
買
代
金
額
に
相
応
す
る
こ
と
を
も

っ
て
、
あ
っ
せ
ん
業
者
は
販
売
代
金
と
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
金
員
の
請
求
権
を
特
段
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
判
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〔
日
〕
判
決
が
あ
っ
せ
ん
業
者
の
顧
客
に
対
す
る
請
求
に
つ
き
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
を
類
推
適
用
し
た
根

拠
は
、
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
し
て
顧
客
が
負
担
す
る
債
務
を
売
買
代
金
相
当
額
に
賦
払
手
数
料
を
加
算
し
た
金
銭
債
務
で
あ
る
と
性
質
決
定

し
た
点
に
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
o

従
っ
て
、

〔
日
〕
判
決
も
ま
た
、
与
信
者
に
対
す
る
顧
客
の
債
務
と
割
賦
代
金
債
務
の
実
質
的
同
一
性
を
根

拠
と
し
て
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
し
た
と
解
さ
れ
る
、
前
掲
〔
9
〕・

C
N
〕
・
〔
日
〕
・
〔

M
〕
判
決
と
同
一
の
系
列

北法33(3・283)871 



説

に
属
す
る
判
決
と
考
え
ら
れ
る
。
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
も
、
問
題
は
、
あ
っ
せ
ん
業
者
・
顧
客
聞
に
は
割
賦
販
売
と
同
視
し
う
る

取
引
構
造
が
存
在
し
な
い
|
|
あ
っ
せ
ん
業
者
自
身
は
商
品
を
販
売
し
て
い
な
い
ー
ー
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
顧
客
の
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
す

=，l晶
画冊

る
債
務
が
割
賦
代
金
債
務
と
同
視
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

確
か
に
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
、
顧
客
が
服
売
菜
者
か
ら
商
品
を
購
入
し
て
い
る
の
に
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担

す
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
、
あ
っ
せ
ん
業
者
・
顧
客
間
の
会
員
契
鮒
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
、
あ
っ
せ
ん

業
者
が
販
売
業
者
に
対
し
て
売
買
代
金
相
当
額
を
支
払
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
顧
客
の
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
す
る
債
務
負
担
は

売
買
契
約
の
成
立
、
す
な
わ
ち
売
買
代
金
債
務
の
発
生
を
必
要
と
す
る
。
他
方
、
あ
っ
せ
ん
業
者
が
発
行
し
た
証
書
等
の
交
付
又
は
提
示
に

よ
り
、
販
売
業
者
が
売
買
代
金
の
履
行
を
顧
客
に
直
接
請
求
せ
ず
に
商
品
を
引
渡
す
の
は
、
加
盟
庖
契
約
(
販
売
業
者
・
あ
っ
せ
ん
業
者
間

(
幻
)

の
基
本
契
約
)
に
基
づ
き
あ
っ
せ
ん
業
者
か
ら
商
品
代
金
相
当
額
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
顧
客

が
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
と
、
顧
客
が
販
売
業
者
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
の
支
払
い
を
免
れ
る
こ
と
は
、
あ
っ

せ
ん
業
者
の
販
売
業
者
に
対
す
る
支
払
い
を
媒
介
と
し
て
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
か
っ
、
あ
っ
せ
ん
業
者
の
販
売
業
者
に
対
す
る
支
払

い
は
、
会
員
契
約
に
お
け
る
顧
客
の
支
払
承
認
義
務
と
加
盟
-
居
契
約
に
お
け
る
販
売
業
者
の
支
払
請
求
権
と
し
て
法
的
に
確
保
さ
れ
て
い
る

と
解
せ
ら
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
あ
っ
せ
ん
業
者
が
顧
客
に
対
す
る
債
権
の
存
在
を
前
提
と
し
て
賦
払
金
を
徴
収
す
る
利
益
を
享
受
し
、
同
時
に
販
売
業
者

が
売
買
代
金
相
当
額
を
あ
っ
せ
ん
業
者
か
ら
取
得
す
る
た
め
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
顧
客
が
販
売
業
者
に
対
し
て
負
担
す
る
売
買
代
金

債
務
と
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
し
て
負
担
す
る
賦
払
債
務
の
表
一
泉
一
体
性
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

従
っ
て
、
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の

場
合
に
も
、
顧
客
が
賦
払
金
の
支
払
い
を
遅
滞
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
顧
客
の
賦
払
債
務
は
売
買
代
金
債
務
と
全
く
無
関
係
に
あ
っ
せ
ん
業

者
と
の
契
約
関
係
の
み
か
ら
発
生
し
た
債
務
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
言
え
よ
う
。
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か
よ
う
に
解
し
て
初
め
て
、
あ
っ
せ
ん
業
者
は
販
売
代
金
と
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
請
求
権
を
付
与
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
、
あ
っ

せ
ん
業
者
の
顧
客
に
対
す
る
残
債
務
及
び
約
定
遅
延
損
害
金
請
求
に
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
認
脅
し
た
〔
日
〕
判
決
が
基
礎

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

(2・完〉

(
剖
)
但
し
、
昭
和
四
七
年
の
割
賦
販
売
法
の
改
正
に
伴
い
、
昭
和
四
八
年
四
月
二
日
の
通
産
省
企
業
局
長
通
達
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
割
賦
購
入
あ
っ
せ

ん
契
約
約
款
作
成
基
準
に
依
れ
ば
、
割
賦
販
売
法
五
条
一
項
所
定
の
要
件
を
契
約
書
に
記
載
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。

(
お
〉
協
同
組
合
は
割
賦
販
売
法
八
条
四
号
に
よ
り
割
賦
販
売
法
第
二
章
の
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
に
つ
い
て
は
適
用
を

除
外
す
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
三
同
参
照
。

(
部
〉
た
と
え
ば
、

A
信
販
会
社
系
の
会
員
規
約
に
は
「
会
員
の
カ
l
ド
利
用
購
入
代
金
・
:
・
に
つ
い
て
は
、
当
社
が
会
員
に
代
り
、
特
約
庖
へ
立
替
支
払

い
い
た
し
ま
す
」
「
代
金
は
毎
月
末
日
に
締
切
り
会
員
が
矯
入
の
際
指
定
し
た
支
払
種
類
、
回
数
に
基
き
利
用
し
た
月
の
翌
月
か
ら
所
定
の
手
数
料
を
加

算
し
て
会
員
よ
り
当
社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
」
と
、
ま
た
、

B
協
同
組
合
系
の
会
員
規
約
に
は
「
会
員
は
商
品
の
購
入
、
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

受
け
る
等
、
カ
ー
ド
利
用
に
よ
り
生
じ
た
加
盟
腐
の
会
員
に
対
す
る
債
権
を
加
盟
屈
が

O
O専
門
広
会
に
譲
渡
す
る
旨
を
予
め
承
諾
し
、
そ
の
代
金
を

O

O
専
門
庖
会
に
支
払
う
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
清
水
巌
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
法
構
造
」
法
律
時
報
四
八
巻
二
号
一
八
二
頁
は
、
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
加
盟
庖
契
約
に
基
づ
き
、
販
売
業
者
に

売
買
代
金
相
当
額
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
。

ハ
お
〉
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
法
構
造
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
、
判
例
上
も
学
説
上
も
見
解
の
一
致
を
み
な
い
。
敢
え
て
対
立
す
る
諸
見
解
を
分
類
す

る
な
ら
ば
、

ωあ
っ
せ
ん
業
者
が
顧
客
の
売
買
代
金
債
務
を
立
替
払
い
し
た
と
解
す
る
見
解
』
|
|
顧
客
の
販
売
業
者
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
を
あ
っ
せ

ん
業
者
が
免
責
的
に
引
受
け
、
顧
客
は
売
買
代
金
を
免
れ
る
代
償
と
し
て
あ
っ
せ
ん
業
者
に
対
し
、
チ
ケ
ッ
ト
使
用
に
関
す
る
契
約
の
規
定
に
準
拠
し
て

割
賦
金
支
払
債
務
を
負
担
す
る
と
解
す
る
見
解
(
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
一
一
月
二
四
日
下
級
裁
民
事
裁
判
例
集
一

O
巻
一
一
号
二
四
九
二
頁
及
び
そ
の

上
告
審
で
あ
る
東
京
高
判
昭
和
三
六
年
一

O
月
一

O
日
下
級
裁
民
事
裁
判
例
集
一
一
一
巻
一

O
号
三
四
二
四
頁
)
、
あ
っ
せ
ん
業
者
が
顧
客
か
ら
の
依
頼
と

加
盟
広
契
約
に
基
づ
い
て
、
顧
客
の
売
買
代
金
債
務
を
併
存
的
に
引
受
け
、
あ
っ
せ
ん
業
者
が
販
売
業
者
に
立
替
払
い
を
し
、
そ
の
立
替
金
を
顧
客
に
求

償
す
る
と
解
す
る
見
解
(
吉
田
省
三
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
取
引
の
現
状
と
法
律
関
係
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
八
号
一
一
六
頁
)
、
あ
っ
せ
ん
業
者
は
顧
客

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条
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説

の
債
務
を
第
三
者
と
し
て
弁
済
し
、
そ
の
結
果
、
販
売
業
者
に
代
位
し
て
取
得
し
た
売
買
代
金
債
権
に
関
し
て
顧
客
に
対
し
賦
払
い
を
認
め
て
い
る
と
解

す
る
見
解
(
鈴
木
禄
弥
・
高
木
多
喜
男
編
『
動
産
売
買
法
』
一
九
七
六
年
二
八
七
頁
)
、
あ
っ
せ
ん
業
者
が
顧
客
の
依
頼
と
加
盟
庖
契
約
に
基
づ
き
、
顧
客

の
将
来
の
債
務
に
つ
き
販
売
業
者
に
対
し
保
証
を
な
す
の
で
あ
り
、
あ
っ
せ
ん
業
者
の
顧
客
に
対
す
る
立
替
払
金
の
支
払
請
求
は
委
任
事
務
処
理
費
用
の

償
還
請
求
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
(
神
戸
地
裁
社
支
部
判
昭
和
五
一
年
九
月
八
日
判
例
時
報
八
四
九
号
一
二
三
頁

)
1
1、

ωあ
っ
せ
ん
業
者
が
代
位
相

当
額
を
支
払
う
時
に
一
種
の
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
と
解
す
る
見
解
(
高
崎
尚
志
・
〔
お
〕
判
決
評
釈
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四

O
八
号
一
一
一
一
一
一
一
頁
可
制
あ
っ
せ
ん

業
者
と
顧
客
間
に
所
有
権
留
保
付
割
賦
販
売
が
成
立
す
る
と
解
す
る
見
解
(
仙
台
高
判
昭
和
四
七
年
八
月
一
一
一

O
日
判
例
時
報
六
八
九
号
七
九
頁
、
な
お
、

こ
の
判
決
は
、
割
賦
販
売
法
五
条
を
適
用
し
て
い
る
。
人
見
康
子
「
チ
ケ
ッ
ト
販
売
」
『
契
約
法
大
系

E
』
コ
二
五
頁
、
幾
代
通
「
月
賦
販
売
の
法
律

構
造
」
法
律
時
報
二
七
巻
三
号
一

O
頁
)
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
は
各
取
引
構
造
の
発
展
(
た
と
え
ば
、
今
日
あ
っ
せ
ん
業
者
が
信
販
会
社

で
あ
る
か
、
協
同
組
合
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
取
引
構
造
に
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
)
と
信
用
供
与
者
の
多
様
化
ハ
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
銀
行
系

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
登
場
し
た
〉
の
結
果
、
各
見
解
が
分
析
対
象
と
し
た
取
引
構
造
自
体
に
違
い
が
あ
る
こ
と
(
清
水
・
前
掲
論
文
・
法
律
時
報
四
五

巻
一
四
号
一
六
六
一
七
七
頁
、
同
四
六
巻
六
号
二
九
五
三
一
の
四
頁
、
同
四
八
巻
二
号
一
七
九
l
一
八
八
頁
参
照
)
、
ま
た
、
各
見
解
が
立
論
の
前
提

と
し
た
紛
争
類
型
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

論

リ
ー
ス
取
引

判
例
上
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
が
否
定
さ
れ
た
取
引
形
態
と
し
て
リ

l
ス
取
引
に
関
す
る
事
件
が
あ
る
。

(
d
)
 

(
m
m
)
 

〔
日
〕
水
戸
地
判
昭
和
五
二
年
三
月
一
五
日
ハ
判
例
時
報
八
九
五
号
一

O
七
頁
)

〔
事
実
〕
X
電
機
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
は
訴
外
A
ホ
テ
ル
と
冷
暖
房
装
置
一
式
に
つ
き
、
リ
l
ス
料
毎
月
末
日
払
い
、
リ
l
ス
期
間
五
年
間
の
リ
l
ス
契

約
を
締
結
し
た
。
そ
の
際
、
リ
ー
ス
期
間
中
に
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
は
、
A
は
X
に
リ
l
ス
物
件
を
返
還
し
、
か
っ
リ
l
ス
期
間
中
の
り
I
ス
料

総
額
に
相
当
す
る
額
を
損
害
賠
償
と
し
て
支
払
う
こ
と
(
但
し
.
X
が
リ
l
ス
物
件
を
回
収
し
、
こ
れ
を
処
分
し
た
場
合
に
は
そ
の
処
分
価
額
か
ら
引

き
取
り
及
び
処
分
に
要
し
た
費
用
を
差
し
引
い
た
金
額
を
損
害
賠
償
の
一
部
ま
た
は
全
部
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉
、
遅
延
損
害
金
を
年
一
四
・

北法33(3・286)874 



(2・完)

六
%
と
す
る
旨
、
約
し
た
。
し
か
し
、
訴
外
A
が
経
営
不
振
の
結
果
、
リ
ー
ス
料
の
支
払
い
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、

X
は
リ
l
ス
契
約
を
解
除
し

リ
I
ス
物
件
の
返
還
を
受
け
た
。
続
い
て
、

A
が
X
に
対
し
リ
l
ス
料
支
払
の
た
め
振
出
し
た
約
束
手
形
が
不
渡
り
と
な
っ
た
。
一
方
、
訴
外
A
は
倒

産
の
結
果
、
資
産
と
し
て
残
っ
た
建
物
、
什
器
備
品
の
う
ち
、
本
件
建
物
を
廉
価
で
Y
に
売
却
し
、
所
有
権
を
移
転
し
た
。
そ
こ
で
X
は
債
務
者
A
の

Y
に
対
す
る
本
件
建
物
の
売
却
処
分
は
、
詐
害
行
為
で
あ
る
と
し
て
右
売
却
処
分
の
取
消
と
価
格
賠
償
を
求
め
て

Y
に
対
し
て
訴
を
提
起
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
Y
は、

X
の
主
張
す
る
損
害
賠
償
の
予
定
に
は
割
賦
販
売
法
六
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

〔
理
由
〕
割
賦
販
売
法
六
条
は
指
定
商
品
の
販
売
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
右
損
害
賠
償
の
予
定
は
リ
1
ス
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
法
律
構
成
を
異
に
し
、
リ
ー
ス
契
約
の
場
合
に
リ
l
ス
の
目
的
物
そ
の
も
の
の
価
額
を
も
っ
て
割
賦
販
売
法
六
条
の
販
売
価
格
と
み
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
リ
ー
ス
料
に
目
的
物
の
価
格
の
ほ
か
に
各
種
の
費
用
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
経
済
的
機
能
は
与

信
契
約
と
同
種
の
も
の
と
解
さ
れ
、
し
か
も
民
法
四
二

O
条
二
唄
の
法
意
に
照
ら
す
と
、
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
実
質
的
に
み
て
も
、
本
件
リ
l
ス
契
約
は
商
人
間
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
リ
!
ス
料
に
は
本
件
装
置
の
価
額
金
六
七

O
万

円
の
ほ
か
、
取
付
、
取
外
し
費
用
、
取
外
し
に
よ
っ
て
使
用
不
能
と
な
る
部
品
代
、
減
価
額
、
本
件
装
置
の
保
険
料
、
管
理
費
、
本
件
装
置
の
代
金
額

に
対
す
る
利
子
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
総
額
は
金
一
、
一

O
四
万
円
(
五
年
間
)
で
本
件
装
置
そ
の
も
の
の
価
額
を
越

え
る
こ
と
金
四
三
四
万
円
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
訴
外
A
ホ
テ
ル
の
代
表
者
は
、
本
件
装
置
を
買
受
け
る
に
は
寅
受
資
金
の
融
資
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
、
買
受
け
る
と
す
れ
ば
そ
の
利
息
の
支
払
い
を
要
し
、
こ
れ
を
賃
借
す
れ
ば
そ
の
利
息
の
支
払
い
が
不
要
と
な
る
上
、
賃
料
を
経
費
と
し
て
落

せ
る
利
点
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
リ
1
ス
を
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、

X
の
主
張
す
る
無
催
告
解
除
、
引
揚
げ
、
評
価
等
の
約

定
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
リ
1
ス
契
約
の
損
害
賠
償
の
予
定
が
無
効
と
解
す
べ
き
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

リ
ー
ス
と
称
さ
れ
る
取
引
に
は
多
様
な
形
態
が
存
在
す
る
噂

リ
ー
ス
取
引
の
主
要
な
取
引
形
態
は
、
動
産
を
対
象
と
す
る
、
い

わ
ゆ
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

l
ス
と
呼
ば
れ
る
形
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
用
希
望
物
件
を
リ

1
ス
会
社
が
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

か
ら
購
入
し
、
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
り

I
ス
期
間
内
の
使
用
収
益
を
認
め
る
一
方
、
ユ
ー
ザ
ー
が
リ

I
ス
会
社
に
対
し
て
一
定
の
リ

l
ス
料

を
支
払
う
取
引
形
態
で
あ
り
〈
図
日
参
照
)
、
リ
ー
ス
期
間
内
に
ユ
ー
ザ
ー
の
任
意
解
約
が
認
め
ら
れ
ず
、
リ
ー
ス
料
の
変
更
が
で
き
な
い

点
に
特
色
が
あ
る
。
取
引
の
全
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
右
判
決
の
り

l
ス
取
引
も
こ
の
典
型
的
な
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

l
ス
で
は
な
い

現
在
、
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説

か
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
日
〕
判
決
は
、

ユ
ー
ザ
ー
の
リ
1
ス
料
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、

リ
ー
ス
会
社
が
リ
l
ス
契
約
を
解
除
し
リ

1
ス
物
件
の
返
還
を
受
け

論

ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
請
求
し
た
損
害
賠
償
に
つ
き
、

リ
ー
ス
契
約
が
商
品
の
販
売
を
前
提
と
す
る
割
賦
販
売
と
そ
の
法
律
構
成
を

た
後
に
、

異
に
す
る
こ
と
(
第
一
の
根
拠
)
、
リ
l
ス
物
件
の
価
格
を
も
っ
て
割
賦
販
売
法
六
条
の
割
賦
販
売
価
格
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
(
第

ニ
の
根
拠
)
、
以
上
の
二
点
か
ら
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
否
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
第
二
の
根
拠
が
正
当
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
o

割
賦
販
売
価
格
自
体
が
商
品
の
価
格
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
リ
ー
ス
契
約
の
解
除
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
の
可
否
を
考
え
る
に
あ

た
り
比
較
さ
れ
る
べ
き
は
、
商
品
の
現
金
販
売
価
格
及
び
割
賦
手
数
料
(
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
一
条
二
号
参
照
)
を
含
む
割
賦
代
金
債
務

と
総
リ
l
ス
料
債
務
と
考
え
ら
れ
る
。

総
リ
l
ス
料
の
構
成
は
リ
l
ス
会
社
に
よ
り
多
少
異
な
る
が
、

そ
の
主
要
な
部
分
は
何
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
リ
l
ス
物
件
の
購
入
価
格
か

リ
1
ス
会
社
が
物
件
購
入
に
あ
た
り
必
要
と
し
た
資
金
の
金
利
、
動
産
総
合
保
険
の
保
険
料
、
固
定
資
産

税
等
が
ユ
ー
ザ
ー
に
転
嫁
さ
れ
、
さ
ら
に
事
務
管
理
費
及
び
リ
l
ス
会
社
の
利
益
が
総
リ
l
ス
料
に
計
上
さ
れ
て
い
河
町
こ
の
よ
う
に
リ
l

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、

ス
契
約
を
利
用
す
る
z
l
ザ
l
の
債
務
と
割
賦
買
主
が
負
担
す
る
債
務
と
の
聞
に
本
質
的
差
異
は
な
い
。
こ
の
総
リ
l
ス
料
債
務
を
リ
l
ス

期
間
総
月
数
で
割
っ
た
額
が
各
リ
l
ス
料
で
あ
る
か
ら
、
リ
ー
ス
料
の
支
払
い
は
、
い
わ
ば
、
隠
蔽
さ
れ
た
分
割
払
い
行
為
で
あ
る
と
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
述
し
た
リ
l
ス
期
間
内
に
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
任
意
解
約
が
認
め
ら
れ
ず
、
リ
ー
ス
料
の
変
更
が
で
き
な
い
と

〈
刊
品
)

リ
l
ス
料
が
毎
月
の
物
件
使
用
の
対
価
で
は
な
く
、
総
リ
l
ス
料
の
分
割
払
い
で
あ
る
点
か
ら

い
う
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
l
ス
の
特
色
は
、

生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
〔
日
〕
判
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
リ
l
ス
料
の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
、

リ
ー
ス
会
社
が
リ
l
ス
物
件
の
返
還
を
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⑤売買契約

②⑥代金支払

ス
申
jb 

ザ

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

ニL

典型的なファイナンス・リース

サプライヤーとユーザーの間で物件を決定し(①〉、ユーザーがリース会社にリー

ユ契約の申込をする〈②〉。リース会社はユーザーの信用調査を行なった後、リース

契約を締結する〔③・④〉。 リース会社はサプライヤーに物件を発注し、売買契約

を締結する(⑤〉。サプライヤーはユーザーに物件を納入する〈⑥〉。ユーザーは物件

を検収後、借受証をリース会社に交付し、リース料の支払いを開始する(⑦〕。一

方、リース会社は、サプライヤーに売賀代金を支払う(⑧〉。

図13

受
け
る
場
合
に
は
、
割
賦
販
涜
業
者
が
留
保
所
有
権
を
行
使
す
る
場
合
と

同
様
の
効
果
が
発
生
し
て
い
引
o

こ
の
よ
う
に
リ
l
ス
喫
約
を
利
用
す
る
ユ

1
ザ
十
の
地
位
と
割
賦
買
主

の
地
位
は
類
似
し
て
い
お
が
、
唯
一
の
相
違
は
契
約
期
間
満
了
後
に
現
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
割
賦
販
売
の
場
合
に
は
、
買
主
の
割
賦
代
金
債
務
の

完
済
に
よ
り
販
売
業
者
に
留
保
さ
れ
て
い
た
所
有
権
が
購
入
者
に
移
転
す

リ
ー
ス
契
約
で
は
リ
l
ス
契
約
期
間
が
満
了
し
て
も
リ
l
ス
物
件

る
が
、
の
所
有
権
は
リ

I
ス
会
社
か
ら
ユ
ー
ザ
ー
に
移
転
し
な
い
。
従
っ
て
、
こ

の
点
で
、
リ
l
ス
契
約
は
商
品
の
販
売
を
前
提
と
す
る
割
賦
販
売
と
そ
の

法
律
構
成
を
異
に
す
る
、
と
解
す
る
〔
日
〕
判
決
は
正
当
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
契
約
期
間
満
了
時

に
リ
l
ス
物
件
は
使
用
不
能
な
い
し
無
価
値
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
形
式
的
に
見
れ
ば
所
有
権
は
ユ
ー
ザ
ー
に
移
転
し
て
は
い
な

い
が
、
経
済
的
効
果
の
点
か
ら
見
る
と
、
ユ
ー
ザ
ー
は
リ
l
ス
物
件
の
全

使
用
収
益
価
値
を
取
得
し
て
お
り
、
ユ
ー
ザ
ー
は
物
件
の
転
売
を
予
定
し

て
い
な
い
か
ら
、
リ
ー
ス
物
件
の
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
く
と
も
所
有

者
と
な
る
場
合
と
同
一
の
利
益
を
享
受
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
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説

た
、
そ
れ
故
、
本
来
所
有
者
が
支
払
う
べ
き
固
定
資
産
税
・
保
険
料
等
を
ユ
ー
ザ
ー
が
負
担
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、

リ
ー
ス
ム
一
向

社
も
リ
l
ス
物
件
の
所
有
権
の
実
質
を
売
却
し
た
対
価
と
し
て
リ

I
ス
物
件
の
購
入
価
格
を
主
要
な
内
容
と
す
る
リ
l
ス
料
を
徴
収
し
て
い

論

る
o

つ
ま
り
、
形
式
的
な
所
有
権
が
リ
l
ス
会
社
に
留
ま
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
物
件
の
経
済
的
な
所
有
者
は
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
両

者
の
聞
に
は
決
定
的
な
財
貨
の
交
換
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

リ
ー
ス
契
約
は
当
該
物
件
の
全
使
用
価
値
を
契

約
期
間
内
広
売
却
す
る
取
引
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

従
っ
て
、
リ

l
ス
契
約
が
実
質
上
物
件
の
販
売
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
所
有
権
が
単
に
リ
ー
ス
会
社
か
ら
ユ
ー
ザ
ー
に
移
転
し

て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
割
賦
販
売
と
そ
の
法
規
制
を
区
別
す
べ
き
合
理
的
理
由
は
存
在
し
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
〔
日
〕
判
決
は
リ
l
ス
契
約
が
商
人
間
で
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
〔
日
〕
判
決
は
こ
の
点
を
割
賦
販
売
法

六
条
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
た
め
の
直
接
の
根
拠
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
〔
日
〕
判
決
が
商
人
間
の
リ

l
ス
契
約
で
あ
る
点

に
敢
え
て
言
及
し
た
の
は
、
自
ら
の
経
験
と
計
算
に
お
い
て
リ

I
ス
契
約
を
選
択
し
た
ユ
ー
ザ
ー
を
割
賦
飯
売
法
に
よ
っ
て
保
護
す
る
必
要

が
果
し
て
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
国
の
リ
l
ス
取
引
の
圧
倒
的
な
部
分
は
中
小
企
業
の
設
備
の

近
代
化
の
た
め
に
刺
用
さ
れ
て
い
る
商
人
間
取
引
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
点
が
〔
日
〕
判
決
に
リ

l
ス
契
約
へ
の
割
賦
販
売
法
の
類
推
適
用

を
否
定
さ
せ
た
実
際
的
な
理
由
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
〔
日
〕
判
決
は
、
当
該
リ
l
ス
契
約
が
ユ
ー
ザ
ー
の
た
め
に
も
商
行
為
と

な
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
割
賦
販
売
法
六
条
の
人
的
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
(
三
参
照
)
と
判
示
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
リ
ー
ス
契
約
の

取
引
構
造
の
点
か
ら
割
賦
販
売
法
六
条
の
類
推
適
用
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
ユ
ー
ザ
ー
の
た
め
に
当
該
リ
l
ス
契
約
が
商
行
為
と
な
ら
な
い
限
り
、
総
リ

l
ス
料
債
務
が
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に
は
異

な
ら
ず
(
総
リ
l
ス
料
債
務
が
リ
l
ス
期
間
中
に
リ
l
ス
物
件
の
購
入
価
格
を
完
全
に
回
収
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
、
各
リ
l
ス
料
の
支
払
い

が
総
リ
l
ス
料
債
務
の
分
割
払
い
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
可

リ
ー
ス
契
約
が
物
件
の
販
売
と
実
質
的
に
は
同
一
の
効
果
の
発
生
を
目
的
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と
し
て
い
る
場
合
に
は
、

リ
ー
ス
契
約
に
も
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
o

(2・完〉

ハ
却
)
本
件
研
究
と
し
て
庄
政
志
・
金
融
商
事
判
例
五
七
六
号
五
回
頁
以
下
、
野
口
恵
三
・

N
B
L
一
七
一
号
五
二
一
良
以
下
等
が
あ
る
。

ハ
初
)
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

9

1
ス
以
外
の
も
の
を
総
称
し
て
オ
ベ
レ

1
テ
ィ

γ
グ
・
リ
l
ス
と
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
物
件
の
修
繕
義
務
を
リ

ー
ス
会
社
が
負
担
す
る
点
に
特
色
を
有
す
る
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ト
・
リ

I
ス
、
レ
ン
タ
カ
ー
に
代
表
さ
れ
る
レ
ン
タ
ル
、
船
舶
・
飛
行
機
等
の
チ
ャ
ー
タ

ー
、
不
動
産
り
l
ス
等
が
あ
る
(
リ
l
ス
の
諸
形
態
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
庄
政
志
「
リ
1
ス
契
約
」
北
川
善
太
郎
編
『
現
代
契
約
法
入
門
』
一
九

七
四
年
三
六
|
三
九
頁
)
。
我
国
の
リ
l
ス
取
引
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
庄
政
士
山
『
り
l
ス
の
実
務
知
識
』
新
版
一
九
七
二
年
八
八

l
一
四
九
京
、
民

商
部
会
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
リ
l

ユ
1
i
aそ
の
実
態
と
法
的
構
造
」
私
法
三
八
号
四
|
一
一
一
具
、
安
藤
次
男
「
リ
l
ス
取
引
の
実
態
」
怒
法
三
八
号
」

八
|
一
一
一
一
頁
、
大
沢
博
「
リ
l
ス
業
務
の
実
情
と
問
題
点
」
自
由
と
正
義
三
一
巻
二
号
三
四

i
四
O
頁
、
白
木
武
男
「
リ
l
ス
業
務
の
新
展
開
と
今
後

の
課
題
」
金
融
法
務
事
情
九
七
七
号
三

l
六
頁
等
参
照
。

(
紅
)
リ
l
ス
料
の
算
定
方
式
に
つ
い
て
は
、
庄
・
前
掲
書
一
六
一
七
頁
、
流
通
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
『
リ
l
ス
・
割
賦
取
引
の
実
態
1
1設
備
の

効
率
的
運
用
法
』
一
九
八
二
ヰ
一
三
ニ

l
ゴ
一
六
頁
参
照
。

(
ロ
〉
同
旨
、
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
一
二
月
二
一
日
判
例
時
報
一

0
2一
五
号
七

O
頁。

(
お
)
最
日
開
判
昭
和
五
七
年
一

O
月
一
九
日

N
B
L
ニ
ム
ハ
八
号
一

O
頁
は
、
リ
ー
ス
業
者
に
よ
っ
て
リ
I
ス
物
件
が
り
1
ス
期
間
の
中
途
で
引
揚
げ
ら
れ
た

場
合
に
、
そ
の
原
因
が
ユ
ー
ザ
ー
の
債
務
不
履
行
に
あ
る
時
で
も
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
リ
ー
ス
業
者
は
右
返
還
に
よ
り
取
得
し
た
利
益
を
ユ
ー

ザ
ー
に
返
戻
し
又
は
リ

1
ス
料
債
権
の
支
払
い
に
充
当
す
る
等
し
て
清
算
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
し
、
リ
ー
ス
物
件
が
返
還
時
に
お
い
て
有
し
た
価
値
と

本
来
の
リ
l
ス
期
間
の
満
了
時
に
お
い
て
有
す
べ
き
残
存
価
値
と
の
差
額
を
清
算
す
べ
き
利
益
額
と
判
示
し
た
。
リ
ー
ス
会
社
に
残
さ
れ
て
い
る
所
有
権

の
機
能
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
方
で
ユ
ー
ザ
ー
の
リ
l
ス
料
債
務
の
担
保
手
段
で
あ
り
、
他
方
で
ユ
ー
ザ
ー
の
債
務
者
に
対
す
る
防
禦
手
段
で

あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
担
)
こ
の
よ
う
に
解
す
る
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
五
二
年
一
一
一
月
一
二
一
日
判
例
時
報
八
六
四
号
九
六
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
一
一
日
判

例
タ
イ
ム
ズ
四
六
六
号
一
一

O
頁
が
あ
る
。

ハ
お
)
こ
の
点
の
判
断
に
有
力
な
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
国
税
庁
昭
和
五
三
年
七
月
二

O
日
長
官
通
達
ハ
金
融
法
務
事
情
八
七
六
見
守
三
五

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条
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説

頁
。
右
通
達
の
解
説
と
し
て
、
小
田
有
邦
「
リ
l
ス
取
引
に
係
る
法
人
税
及
び
所
得
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
税
務
通
信
三
三
巻
一
一
号
一
八
一
ー
一
九

二
一
良
等
)
が
あ
る
。
租
税
回
避
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
発
展
し
て
き
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
l
ス
の
節
税
効
果
を
否
定
し
、
税
務
上
一
定
の
場
合
に
リ

ー
ス
取
引
の
経
済
的
実
質
に
応
じ
て
売
買
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
の
が
右
通
達
で
あ
る
(
安
藤
次
男
「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
の
特
質
と
新

国
税
庁
通
達
の
及
ぼ
す
影
響
付
l
伺
完
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ
ト
一
一
六
五
|
一
一
七
一
号
参
照
)
。
勿
論
、
税
務
上
の
処
理
基
準
が
即
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六

条
の
類
推
適
用
の
可
否
を
決
定
す
る
基
準
と
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
次
の
場
合
に
は
、
法
律
上
も
、
当
該

リ
l
ス
契
約
が
物
件
の
販
売
と
実
質
的
に
同
視
し
う
る
効
果
の
発
生
を
目
的
と
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
リ
ー

ス
期
間
経
過
後
に
リ
l
ス
物
件
を
無
償
又
は
名
目
的
な
対
価
に
よ
り
ユ
ー
ザ
ー
に
譲
渡
す
る
リ
l
ス
契
約
、
第
二
に
リ
l
ス
期
間
経
過
後
、
無
償
と
変
わ

ら
な
い
名
目
的
な
再
リ
l
ス
料
に
よ
っ
て
再
リ
ー
ス
す
る
こ
と
が
リ
l
ス
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
、
な
い
し
、
当
事
者
間
で
そ
の
よ
う
に
予
定

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
リ
ー
ス
契
約
、
第
三
に
リ
l

ス
期
間
が
リ
l
ス
物
件
の
法
定
耐
用
年
数
に
比
べ
て
相
当
短
く
定
め
ら
れ
、
か
つ
リ
1
ス
期
間

の
中
途
又
は
経
過
後
に
ユ
ー
ザ
ー
が
当
該
リ

1
ス
物
件
を
購
入
す
る
権
利
又
は
義
務
〈
購
入
選
択
権
)
を
有
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
リ
1
ス
契
約
の

場
合
で
あ
る
(
右
の
場
合
に
購
入
選
択
権
が
ユ
ー
ザ
ー
に
あ
る
井
一
い
う
こ
と
は
、
ユ
ー
ザ
ー
は
い
つ
で
も
リ
1
ス
物
件
を
取
得
し
う
る
状
態
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
購
入
選
択
権
を
ユ
ー
ザ
ー
が
行
使
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
形
式
的
所
有
権
の
移
転
を
放
棄
し
た
に
す
ぎ
な
い
)
。
同
旨
、

庄
・
前
掲
判
例
研
究
・
金
融
商
事
判
例
五
七
六
号
五
七

l
五
八
百
。
ユ
ー
ザ
ー
に
実
質
的
所
有
権
が
あ
る
と
す
る
説
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
、
松
田
安

正
「
リ
1

ス
契
約
の
法
律
的
検
討
」
自
由
と
正
義
一
ニ
一
巻
二
号
二
八

l
一一一

O
頁。

(
お
〉
庄
・
前
掲
書
二
九
五
頁
に
よ
れ
ば
、
家
庭
電
化
製
品
・
自
動
車
・
ミ
シ
ン
等
の
リ
l
ス
が
一
般
消
費
者
を
対
象
に
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

白
木
・
前
掲
論
文
・
金
融
法
務
事
情
九
七
七
号
六
頁
も
近
年
に
お
け
る
ユ
ー
ザ
ー
の
多
様
化
現
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
一
般
消
費
者
の
存
在
を
指
摘
す
る
。

論

同

物
的
適
用
範
囲
を
め
ぐ
る
解
釈
基
準
の
設
定

以
上
、
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形
態
に
対
し
て
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
さ
せ
る
実
質

的
根
拠
を
各
取
引
形
態
ご
と
に
解
明
し
て
き
た
。
確
か
に
、
右
の
判
例
分
析
の
結
果
か
ら
、
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形
態
に
対
し
て
五
条
・

六
条
の
類
推
適
用
を
認
容
す
る
た
め
に
は
、
一
-
一
で
検
討
を
加
え
た
人
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
要
件
1
1
l当
該
取
引
が
購
入
者
の
た
め
に
商
行
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為
と
な
ら
な
い
こ
と

l
lの
他
に
、
機
能
的
分
化
を
建
げ
な
が
ら
、

係
が
、
割
賦
販
売
の
取
引
構
造
と
実
質
的
に
同
視
で
き
る
、
と
い
う
物
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
要
件
の
充
足
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
割
賦
販
売
以
外
の
各
取
引
形
態
に
つ
い
て
、
右
の
物
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
要
件
の
充
足
を
肯
定
さ
せ
る
具
体
的

要
素
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
一
言
〉
え
よ
う
。
ロ
ー
ン
提
携
販
売
・
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
・
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
場
合
に

は
、
与
信
者
に
対
す
る
顧
客
の
賦
払
債
務
が
い
ず
れ
も
割
賦
代
金
債
務
と
実
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
孔
点
が
、
リ
ー
ス
取
引
の
場

合
に
は
、
所
有
権
の
実
質
の
売
却
を
契
約
の
目
的
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
点
が
、
割
賦
版
売
の
取
引
構
造
と
の
実
質
的
同
一
性
を
基
礎
づ

一
定
の
牽
連
性
を
有
す
る
販
売
業
者
・
購
入
者
・
与
信
者
聞
の
法
律
関

け
る
決
定
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(2・完〕

?
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
立
法
者
が
五
条
・
六
条
の
適
用
を
予
定
し
て
い
た
取
引
形
態
で
あ
る
割
賦
販
売
自
体
の
法
構
造
を
分
析
し
、
割
賦

販
売
を
構
成
す
る
基
本
的
要
素
を
抽
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
o

割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
が
、
い
か
な
る
法
構
造
を
持
つ
取
引
形
態
を

前
提
と
し
て
消
費
者
た
る
購
入
者
に
一
定
の
保
護
を
与
え
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
割
賦
販
売
と
割
賦
販
売
以
外
の
消
費
者

信
用
取
引
形
態
と
に
内
包
さ
れ
て
い
る
共
通
項
の
存
在
を
、
従
っ
て
、
五
条
・
六
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
さ
せ
る
解
釈
的
基
礎
を
設
定
す
る

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

割
賦
販
売
法
二
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
割
賦
販
売
と
は
、
購
入
者
か
ら
代
金
を
二
月
以
上
に
わ
た
り
、

か
っ
、
三
回
以
上
に
分
割
し
て
受
領

ず
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
指
定
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
右
の
定
義
は
、
確
か
に
割
賦
販
売
の
取
引
過
程
な
い
し
現

象
を
説
明
し
て
は
い
る
が
、
販
売
業
者
と
購
入
者
の
契
約
関
係
に
必
ず
し
も
法
的
評
価
を
加
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

通
説
は
、
割
賦
販
売
(
契
約
)
を
売
買
代
金
債
務
の
支
払
い
方
式
が
特
別
な
売
買
(
契
約
)
で
あ
る
と
解
し
、
売
買
の
特
殊
な
形
態
と
し
て

民
法
の
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
つ

と
こ
ろ
で
、
割
賦
販
売
を
分
解
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
機
能
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
買
主
が
一
定
の
商
品
を
購
入
し
、
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説

そ
の
代
金
を
分
割
し
て
支
払
う
と
い
う
機
能
(
版
売
機
能
)
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
売
主
が
買
主
に
分
割
払
い
を
認
容
す
る
結
果
、
代
金
の

支
払
い
を
猶
予
す
る
と
い
う
機
能
(
信
用
供
与
機
能
)
で
あ
る
。
通
説
は
、
割
賦
販
売
の
第
一
の
機
能
に
法
的
意
義
を
認
め
、
売
主
が
買
主
に

対
し
て
代
金
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
の
は
、
売
買
代
金
の
支
払
い
方
式
が
分
割
払
い
で
あ
る
結
果
と
し
て
、
派
生
的
な
い
し
は
二
次
的
に
生

論

ず
る
効
果
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
何
故
、
売
主
は
白
ら
同
時
履
行
の

抗
弁
権
を
放
棄
し
て
売
買
の
目
的
物
を
予
め
買
主
に
給
付
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
又
、
何
故
、
売
主
は
現
金
販
売
代
金
よ
り
も
高
額
な
割
賦
販
売

代
金
を
買
主
に
請
求
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
通
説
は
こ
の
疑
問
に
明
確
な
答
え
を
用
意
し
て
い
な
い
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、
前
述
し

た
割
賦
販
売
の
第
二
の
機
能
、
つ
ま
り
、
信
用
供
与
機
能
に
も
法
的
意
義
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
売
主
が
現
金
販
売
の
場
合
よ
り
も
高
額
の
代
金
支
払
い
を
買
主
に
請
求
で
き
る
の
は
、
売
主
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
代
金
の
支

払
い
を
一
定
期
間
買
主
に
猶
予
す
る
と
い
う
義
務
を
履
行
し
た
結
果
、
そ
の
対
価
と
し
て
買
主
か
ら
手
数
料
を
受
け
取
る
権
利
が
発
生
す
る

か
ら
で
あ
り
、
買
主
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
一
定
期
間
代
金
の
支
払
い
の
猶
予
を
受
け
る
権
利
を
行
使
し
た
結
果
、
そ
の
対
価
と
し
て
売
主
へ

手
数
料
を
支
払
う
義
務
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
売
主
が
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
自
ら
放
棄
し
、
目
的
物
の
引
渡
義
務
を
先
履
行

す
る
の
も
、
買
主
か
ら
売
買
代
金
の
他
に
右
に
述
べ
た
手
数
料
を
受
領
す
る
権
利
を
行
使
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

買
主
に
は
同
時
履
行
の
抗
弁
権
が
あ
る
か
ら
、
商
品
の
引
渡
と
引
換
え
で
な
け
れ
ば
売
主
は
代
金
の
支
払
い
を
請
求
で
き
ず
、
従
っ
て
、
代

金
の
支
払
い
に
つ
き
猶
予
を
与
え
る
対
価
と
考
え
ら
れ
る
手
数
料
も
ま
た
請
求
の
前
提
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
販
売
機
能
と
信
用
供
与
機
能
と
が
密
接
に
結
合
し
た
取
引
実
態
に
即
し
て
割
賦
販
売
の
法
構
造
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
割
賦
販

売
契
約
と
は
、
当
事
者
の
一
方
が
財
産
権
を
移
転
し
か
っ
代
金
支
払
い
の
猶
予
を
与
え
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
そ
の
代
金
と
代
金
支
払

い
の
猶
予
を
受
け
る
対
価
(
こ
れ
ま
で
は
両
者
を
総
称
し
て
割
賦
代
金
債
務
と
呼
ん
で
い
た
)
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
こ
と
で
、
そ
の
効

力
を
生
じ
る
契
約
で
あ
る
と
解
せ
仏
政
問
。
そ
れ
故
、
あ
る
契
約
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
法
構
造
言
し
、
か
っ
、
代
金
と
代
金
支
払
い
の
・
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猶
予
を
受
け
る
対
価
か
ら
な
る
割
賦
代
金
債
務
の
支
払
い
方
式
が
、
二
月
以
上
三
回
以
上
の
分
割
払
い
方
式
を
採
り
、
指
定
商
品
を
販
売
す

る
場
合
に
は
、
割
賦
販
売
法
に
定
義
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
割
賦
販
売
と
し
て
、
同
法
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
o

す
な
わ
ち
、

ω商

品
の
所
有
権
の
移
転
を
取
引
の
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
(
第
一
要
件
〉
、

ω購
入
者
が
負
担
す
る
割
賦
代
金
債
務
が
代
金
と
代
金
支
払
い
の

猶
予
を
受
け
る
た
め
の
対
価
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
売
買
代
金
債
務
と
信
用
供
与
を
受
け
る
た
め
の
債
務
が
結
合
し
て

い
る
こ
と
(
第
二
要
件
)
、
帥
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
コ
一
回
以
上
の
分
割
払
い
で
指
定
商
品
が
販
売
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
第
三
要
件

|
|
i
割
賦
販
売
法
二
条
一
項
に
よ
り
付
加
さ
れ
た
要
件
)
、
以
上
の
要
件
を
充
足
す
る
取
引
形
態
を
割
賦
販
売
法
は
「
割
賦
販
売
」
と
呼
び
、

当
該
取
引
が
購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
ら
な
い
限
り
、
五
条
・
六
条
に
よ
る
保
護
を
与
え
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

ロ
ー
ン
提
携
販
売
・
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
・
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
場
合
に
、
与
信
者
に
対
す
る
顧
客
の
賦
払
債
務
が
割
賦
代
金
債

務
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
点
が
割
賦
販
売
の
取
引
構
造
と
の
実
質
的
同
一
性
を
基
礎
守
つ
け
る
核
心
部
分
と
な
っ
た
の
は
、
各

取
引
形
態
が
第
一
要
件
及
び
第
三
要
件
を
当
然
に
み
た
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
要
件
の
充
足
性
が
問
題
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
リ

ー
ス
取
引
の
場
合
に
も
、
他
の
要
件
に
比
べ
第
一
の
要
件
の
充
足
性
が
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
割
賦
販
売
以
外
の
取
引
形
態
で
あ
っ
て
も
、
割
賦
販
売
を
構
成
す
る
右
に
述
べ
た
基
本
的
要
素
を
実
質
的
に
充
た
し
て
い
る
場

合
に
は
、
割
賦
販
売
と
共
通
す
る
取
引
構
造
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
法
的
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
右
に
述
べ
た
コ
一
要
件
の
実
質
的
充
足
が
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
物
的
適
用
範
囲
を
め
ぐ
る
解
釈
基
準
に
な
る
と
解
せ
ら

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

れ
る
o

(
幻
)
厳
密
に
言
え
ば
、
各
取
引
形
態
ご
と
に
こ
の
よ
う
な
根
拠
を
基
礎
づ
け
る
実
質
的
理
由
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
つ
レ
て
は
、
図
。
ω門
川
仰
川
W
参

照。
(
犯
)
我
妻

栄
『
債
権
各
論
中
巻
一

(
民
法
講
義
日
〉
』
一
九
五
七
年
一
一
二
五
頁
、
柏
木

馨
『
注
釈
民
法
帥
』
一
九
六
六
年
五
四
頁
、
来
栖
・
前
掲
書
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説

二
ハ
一
頁
、
鈴
木
・
高
木
編
・
前
掲
書
二
七

O
頁
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論

W
(第
二
分
冊
契
約
各
論
)
』
一
九
七
六
年
一
四
三
一
具
、
打
田
峻
一
・
稲
村
良

平
『
割
賦
販
売
法
』
一
九
七
六
年
二
具
、
広
中
俊
雄
『
債
権
各
論
-
講
義
ハ
第
五
版
)
』
一
九
七
九
年
八
九
頁
、
篠
塚
昭
次
・
前
田
透
明
編
『
講
義
債
権
各

論
』
一
九
八
一
年
一

O
九
頁
、
石
田
穣
『
民
法
V
(契
約
法

γ一
一
一
九
八
二
年
一
六

O
頁
等
。

(
鈎
)
現
行
民
法
上
「
信
用
」
は
、
消
費
貸
借
契
約
(
民
法
五
八
宅
条
)
及
び
期
限
の
利
益
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
(
民
法
一
一
一
一
六
・
同
法
一
三
七
条
)
の
中

で
し
か
法
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
加
藤
良
三
「
現
代
消
費
者
信
用
法
の
性
格
と
理
論
」
南
山
法
学
一
巻
一
号
六
五
|
六
六
頁
、
同
「
消
費
者
信

用
法
の
注
本
法
理
|
|
消
費
者
信
用
法
の
性
格
と
基
本
法
理
」
経
済
法
一
九
号
二
五
頁
は
、
消
費
者
信
用
法
を
把
握
す
る
た
め
に
信
用
の
法
的
意
義
を
論

究
す
る
こ
と
が
有
益
だ
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
(
連
邦
消
費
者
信
用
保
護
法
。
8
2
5
2
(
U
B仏昨

p
c
g
a
g
〉
口
了
呂
田
∞
及
び
統
一
消
費
者
信
用
法

典
口
口
山
内
CH自
の
8
2
B
R
わ
お
門
宮
〉
旦
呂
田
恒
)
、
イ
ギ
リ
ス
法
(
消
費
者
信
用
法
。
。
ロ
注
目
白
の
お
門
宮
〉
2
・
5
2
)
を
手
懸
り
に
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
一
般
概
念
と
し
て
の
『
信
用
』
と
は
、
債
権
者
の
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
金
銭
債
権
」
で
あ
り
、
「
基
本
的
に
は
債
権
者
の
危
険
に
お

い
て
債
務
者
に
授
与
さ
れ
る
一
種
の
『
優
遇
』
ま
た
は
『
優
待
』
と
し
て
の
性
格
の
強
い
も
の
で
、
法
も
債
権
者
の
側
に
主
と
し
て
救
済
の
道
」
を
開
い

て
き
た
。
し
か
し
、
現
代
の
大
衆
消
費
者
信
用
社
会
で
は
前
述
し
た
信
用
概
念
だ
け
で
は
消
費
者
に
不
当
な
責
任
を
負
わ
せ
る
結
果
に
な
る
、
と
し
て
信

用
を
「
被
供
与
者
に
与
え
ら
れ
る
債
務
支
払
の
延
期
を
受
け
る
権
利
」
と
し
て
抱
え
る
(
信
用
の
特
殊
概
念
)
。
竹
内
昭
夫
「
消
費
者
信
用
の
適
正
化
ー
ー
ー

総
合
的
消
費
者
信
用
保
護
法
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ
ト
二

O
O号
二

O
l一
一
一
頁
は
、

C
C
P
A
・
第
一

O
三
条

e
項
(
「
債
務
の
支
払

を
繰
り
延
べ
る
権
利
ま
た
は
債
務
を
負
担
し
か
っ
そ
の
支
払
を
繰
り
延
べ
る
権
利
で
あ
っ
て
、
債
権
者
に
よ
り
債
務
者
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
)
を
信
用

の
定
義
と
し
て
引
用
す
る
。
又
、
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告
「
消
費
者
信
用
取
引
の
適
正
化
に
つ
い
て
」
も
消
費
者
信
用
を
「
消
費
者
が

消
費
生
活
に
必
要
な
商
品
・
役
務
又
は
金
銭
の
取
引
を
す
る
の
に
際
し
て
信
用
供
与
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
権
利
で
、
消
費
者
が
支
払
い
又
は
返
済
を

繰
り
の
べ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
」
と
定
義
づ
け
て
い
る
(
前
掲
『
消
費
者
政
策
の
新
し
い
課
題
』
三
七
頁
〉
。
「
信
用
」
を
法
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す

る
試
み
は
英
米
だ
け
で
は
な
く
、
西
ド
イ
ツ
で
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
毛
色
白
出
邑
【
HEm-
君
。
-nro
豆
島
E
B
8
2
H
6
F
E
2
丘
n
F
E
g
ω
円

rl

E
R
《

HmwH
〈
R
r
s
E
H
r
o
H
ω
2
L
L⑦
自
の
巾
ゲ
目
立
仏
自
問
。
E
B
2
4
2
r
B
-
Z
4
の
巳
ω
n
E伶ロ

N
C
5
8・
U
O口同
ωロ
roロ
ト
『
ロ
ユ
丘
町
E
m
m
-
H由∞
0
・
ω・
臼
は

「
債
務
関
係
の
一
方
の
利
害
関
係
人
が
他
方
の
利
害
関
係
人
に
先
履
行
(
〈
D
H
F
E
E巴
す
る
場
合
に
『
信
用
』
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
与
信
者

に
よ
っ
て
利
用
の
た
め
に
引
渡
さ
れ
た
金
銭
が
、
少
な
く
と
も
同
額
で
返
済
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
金
額
が
給
付
自
体
に
対
す
る
予
測
さ
れ
た
時
間
内

の
代
償
を
ふ
く
ん
で
い
る
、
と
い
う
期
待
を
与
信
者
が
も
つ
こ
と
が
、
受
信
者
に
予
め
金
銭
を
引
き
渡
す
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
給
付
を
す
る
原
因
と
な

っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

E
C
F
E
R
E
E
E
苦
g

ヨ5
岳
民
仲
間
出
n
E
B
F
S
H
m
Z
R
〈
R
F
E
n
r
2
5
5
n
r己
含
ロ
m-

三Z込
ilfllf 
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3
3・
ω
H
Sは
、
信
用
と
は
購
買
力
(
同
E
P
S
P
)
の
一
時
的
提
供
で
あ
り
、
利
用
で
あ
る
と
い
う
。

(

ω

)

割
賦
販
売
の
法
構
造
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
割
賦
販
売
契
約
を
売
買
契
約
と
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
結
合
し
た
混
合
契
約
で
あ
る
と
解

す
る
理
解
と
同
義
で
は
な
い
。
右
の
理
解
は
、
確
か
に
割
賦
販
売
の
信
用
供
与
機
能
の
側
面
に
も
法
的
意
義
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一

に
、
契
約
時
に
買
主
が
売
主
か
ら
借
り
た
金
銭
に
よ
り
売
買
代
金
債
務
を
完
済
し
、
以
後
買
主
が
売
主
に
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
を
賦
払
い
す
る
、
と

解
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
技
巧
的
で
あ
り
、
迂
遠
で
あ
る
。
第
二
に
、
割
賦
手
数
料
に
は
、
い
わ
ば
代
金
相
当
額
の
元
本
を
利
用
し
た
こ
と
に
対
す
る

対
価
H
利
息
だ
け
で
は
な
く
、
代
金
を
猶
予
し
た
こ
と
に
よ
る
諸
手
数
料
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
(
割
賦
販
売
法
施
行
法
規
則
一
h
b
h

二
号
〉
、
割
賦
販
売

の
信
用
供
与
機
能
の
法
的
評
価
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
割
賦
販
売
に
お
け
る
現
金
販
売
価
格
と
割
賦
販
売
価
絡
と
の
差
額
を
「
利

息
」
と
解
す
る
見
解
と
し
て
原
因
甫
・
前
掲
書
四
註
(
臼
)
五
七
頁
が
あ
る
)
。

(
位
〉
す
で
に

ERr-
者
5
E
L
Oロ
宮
5
z
r
zロ・
5
-
n
E
ω
w
r
z
ζ
g
〉ゲ
N
担

EEmω
伺
g
n
z
t
s
z
s
g四
go--同
E
Z
P
B仲間品
8

2
司
王
同
町
三

〈
R
E邑
E
Z
B
《
官
民
・
り

2
2
n
y
g
E己
注

g
g
m
m
m
回

L'HU
呂田
0
・∞

-
H
U
H
-
S印
は
、
割
賦
販
売
に
お
け
る
商
品
引
渡
と
信
用
取
引
の
結
合
を

強
調
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
〈
伺
戸
沼
田
HRr巳
-

4
・
回
開
σ
m
a
g
-
p
u
a
止
ロ
白
ロ
丘
町
三
叩
〉
r
s
Eロ
ロ
四
件
E
F
H
U∞0
・
∞

-hglミ)。

消費者信用取引と割斌飯売法五条・六条

五

結

語

他
の
先
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る
と
同
様
に
、
我
国
に
お
い
て
も
、
消
費
者
信
用
取
引
に
対
す
る
包
括
的
規
制
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
な
が
ら
「
い
か
な
る
消
費
者
信
用
取
引
を
い
か
に
規
制
す
る
か
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
い
か
な
る
立
法
措
置
が
必
要
で
あ
る
か
」
と
い
う

具
体
的
水
準
に
お
け
る
合
意
形
成
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
が
本
稿
の
出
発
点
で
あ
っ
た
o

勿
論
、
こ
の
こ
と
は

我
国
で
は
こ
れ
ま
で
消
費
者
信
用
取
引
に
対
す
る
包
括
的
規
制
の
方
向
に
つ
き
提
言
が
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

す
で
に
、
消
費
者
信
用
取
引
に
つ
き
立
法
的
解
決
を
計
っ
た
諸
外
国
の
法
制
度
の
比
較
研
究
に
基
づ
い
て
、
す
ぐ
れ
た
提
案
が
な
さ
れ
て

汁

北法33(3・297)885 



説

いいは
o

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
包
括
的
規
制
法
に
つ
き
具
体
的
な
法
改
正
な
い
し
新
立
法
の
準
備
が
渋
滞
し
て
い
る
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
原
因
は
、
現
行
法
と
り
わ
け
契
約
法
の
体
系
に
お
け
る
消
費
者
信
用
取
引
の
位
置
づ
け
が
不
鮮
明
な
ま
ま
で
あ
る

こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
我
国
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
各
消
費
者
信
用
取
引
の
法
構
造
の
確
定
と

法
律
的
観
点
か
ら
の
類
型
化
作
業
に
関
す
る
研
究
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
解
釈
論
を
通
じ
た
我
国
の
伝
統
的
な
法
制
度
の
活
用
と

そ
の
限
界
に
関
す
る
研
究
が
不
十
分
な
こ
と
で
あ
る
。

論

本
稿
は
、
直
接
に
は
後
者
の
研
究
の
不
備
を
補
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
信
用
取
引
の
古
典
的
形
態
で
あ
る
割

賦
販
売
に
お
い
て
、
購
入
者
に
よ
る
賦
払
金
の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
取
引
関
係
が
清
算
さ
れ
る
場
合
に
、
購
入
者
に
一
定
の
保
護
を
与
え
て

い
る
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
人
的
・
物
的
適
用
範
囲
を
解
明
し
、
消
費
者
信
用
取
引
に
共
通
し
て
発
生
す
る
、
購
入
者
側
の
賦
払
金
の

遅
滞
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
に
、
共
通
し
た
解
答
を
提
供
す
る
た
め
の
解
釈
的
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
本
稿
の
課
題
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

本
稿
の
結
論
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ω割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
は
、
い
ず
れ
も
、
当
該
取
引
が

購
入
者
の
た
め
に
商
行
為
と
な
ら
な
い
以
上
、
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
五
条
・
六
条
は
消
費
者
取
引
を
規
制
す

る
た
め
の
規
定
と
換
言
で
き
る
(
人
的
適
用
範
囲
)
。

ω割
賦
販
売
法
は
、
商
品
の
所
有
権
の
移
転
を
取
引
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
と
、

購
入
者
が
負
担
す
る
割
賦
代
金
債
務
が
売
買
代
金
と
信
用
供
与
を
受
け
る
た
め
の
対
価
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
二
月
以
上
の
期
間
に

わ
た
り
三
回
以
上
の
分
割
払
い
で
指
定
商
品
が
販
売
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
要
件
を
充
足
す
る
取
引
形
態
を
割
賦
販
売
と
呼
び
、
こ
の

取
引
形
態
を
利
用
す
る
購
入
者
に
五
条
・
六
条
に
よ
っ
て
一
定
の
保
護
を
与
え
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
割
賦
販
売
以
外
の
消
費

者
信
用
取
引
で
あ
っ
て
も
、
各
取
引
形
態
が
割
賦
販
売
を
構
成
す
る
右
に
述
べ
た
基
本
的
要
素
を
実
質
的
に
充
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
割

賦
販
売
法
五
条
・
六
条
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
(
物
的
適
用
範
囲
)
。
従
っ
て
、
伝
統
的
な
法
制
度
で
あ
る
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条

北法33(3・298)886 
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客

消費者信用取引と割賦販売法五条・六条

車重

の
解
釈
-
論
を
通
じ
て
も
、
右
の
人
的
・
物
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
要
件
を
み
た
す
限
り
は
、
賦
払

金
を
遅
滞
し
た
顧
客
に
割
賦
販
売
の
場
合
と
同
様
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。

銀行系のクレジットカード

H
H

し
か
し
な
が
ら
、
法
の
欠
依
を
解
釈
論
で
補
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
自
ら
限
界
が
あ

る
o

今
日
付
勺
商
品
の
販
売
の
み
な
ら
ず
、
役
務
の
提
供
に
伴
っ
て
消
費
者
に
信
用
供
与
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
割
賦
販
売
法
が
商
品
、
し
か
も
指
定
商
品
の
販
売
の
場
合
に

限
っ
て
、
消
費
者
た
る
購
入
者
に
一
定
の
保
護
を
与
え
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
o

仮
に
、
消
費

者
が
指
定
商
品
以
外
の
商
品
の
購
入
な
い
し
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
用
の

供
与
を
受
け
、
賦
払
金
を
遅
滞
し
た
と
し
て
も
、
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
を
適
用
な
い
し
類
推

適
用
す
る
要
件
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
か
っ
、
三

回
以
上
の
分
割
払
い
方
式
を
採
ら
な
い
信
用
供
与
形
態
に
対
し
て
も
割
賦
販
売
法
は
全
く
無
力
で

図14

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
銀
行
系
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
場
合
、
与
信

者
た
る
カ
ー
ド
会
社
は
消
費
者
に
一
定
の
期
間
(
最
低
二
五
日
か
ら
最
高
五
五
日
〉
の
支
払
猶
予

を
与
え
、
そ
の
後
に
一
回
払
い
す
る
方
式
を
採
用
し
て
い
む
o

こ
の
点
を
除
け
ば
、
信
販
会
社
及

び
協
同
組
合
系
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
場
合
と
基
本
的
に
は

異
な
ら
な
い
取
引
構
造
を
有
し
て
い
る
(
図
M
参
照
)
。
し
か
し
、
カ
ー
ド
会
社
が
顧
客
の
債
務

不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
残
債
務
と
約
定
遅
延
損
害
金
を
顧
客
に
請
求

す
る
場
合
に
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
せ
ら
れ
吋
か
o

割

北法33(3・299)887 
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賦
販
売
法
は
、
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

か
っ
、
三
回
以
上
に
分
割
し
て
賦
払
金
を
支
払
う
場
合
を
前
提
と
し
て
取
引
規
制
を
行
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

'Jb. 
員同

結
局
、
こ
の
よ
う
に
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
解
釈
論
を
通
じ
て
も
保
護
さ
れ
な
い
消
費
者
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
消
費
者
の
債
務
不

履
行
を
理
由
と
す
る
消
費
者
信
用
取
引
関
係
の
清
算
の
問
題
に
つ
き
、
立
法
論
と
し
て
包
括
的
規
制
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
包
括
的
規
制
の
具
体
的
方
向
を
提
示
す
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、

あ
る
取
引
が
商
品
の
販
売
な
い
し
役
務
の
提
供
を
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
、
購
入
者
な
い
し
被
提
供
者
が
、
商
品
購
入
の
対
価
な
い
し
役
務

の
提
供
を
受
け
る
対
価
と
信
用
供
与
を
受
け
る
対
価
か
ら
構
成
さ
れ
る
債
務
を
負
担
し
、
か
っ
、
当
該
取
引
が
購
入
者
な
い
し
被
提
供
者
の

た
め
に
商
行
為
と
な
ら
な
い
限
り
、
同
一
の
法
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ

L
M。

伺
一
方
で
、
各
消
費
者
信
用
取
引
に
共
通
し
て
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
問
題
点
に
つ
き
、
本
稿
に
お
け
る
よ
う
に
伝
統
的
法
制

度
の
活
用
の
可
能
性
と
限
界
を
解
明
す
る
作
業
を
、
他
方
で
、
各
取
引
形
態
の
法
構
造
自
体
を
確
定
し
類
型
化
す
る
作
業
を
通
じ
て
提
示
さ

れ
る
べ
き
包
括
的
規
制
法
が
、
契
約
法
体
系
に
い
か
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
か
は
未
解
決
の
問
題
で
あ
抗
v
当
面
は
、
我
国
に
お
い
て

必
要
と
さ
れ
る
包
括
的
規
制
法
の
具
体
像
を
描
き
出
す
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
視
角
を
持
つ
研
究
の
積
み
重
ね
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。

〈

1
)
包
括
的
規
制
の
方
向
を
一
か
す
も
の
と
し
て
、
四
註
ハ
1
〉
・
(
お
〉
に
挙
げ
た
邦
文
文
献
参
照
。

(

2

)

加
え
て
、
包
括
的
規
制
法
に
つ
き
立
法
化
作
業
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
点
と
し
て
、
行
政
権
限
の
調
整
の
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

竹
内
昭
夫
教
授
は
、
す
で
に
一
九
七
二
年
四
月
一
九
日
第
六
八
四
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
に
お
い
て
、
我
国
の
行
政
機
構
の
あ
り
方
を
考
慮
す
る
こ
と

の
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
同
会
議
録
一
五
号
一
一
貝
)
。
我
国
で
は
、
銀
行
取
引
は
大
蔵
省
、
宅
地
建
物
取
引
は
建
設
省
、
耐
久
消
費
財
等
の
割
賦

販
売
等
は
通
産
省
、
旅
行
業
者
の
行
な
う
信
用
供
与
等
は
運
輸
省
と
い
う
よ
う
に
業
種
に
応
じ
て
所
轄
官
庁
が
分
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

北法33(3・300)888. 
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包
括
的
規
制
法
の
立
法
化
に
際
し
て
も
、
た
と
え
ば
規
制
の
結
果
を
同
一
に
す
る
複
数
の
新
立
法
な
い
し
現
行
法
の
改
正
と
い
う
方
式
が
あ
る
い
は
現
実

的
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
法
化
の
方
向
は
、
特
別
法
に
よ
る
債
権
法
の
分
散
化
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
紛
争
解
決
基
準
の

発
見
を
ま
ず
ま
ず
困
難
に
す
る
虞
れ
が
あ
る
。

(

3

)

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
研
究
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
清
水
巌
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
法
構
造
1
1
5
」
未
完
、
法
律
時
報
四
五
巻
一
四
号
、

同
四
六
巻
六
号
、
同
四
八
巻
二
号
、
同
四
八
巻
三
号
、
同
四
九
巻
一
号
が
あ
る
。
拙
稿
「
ロ
l
ン
提
携
販
売
の
法
構
造
付
・
同
」
未
完
、
北
大
法
学
論
集

三

O
巻
二
号
、
同
三
号
も
同
様
の
視
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

(

4

)

た
と
え
ば
、
ト
ラ
ベ
ル
ロ
l
ン
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
ロ

1
ン
等
。

(

5

)

今
日
銀
行
系
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
分
割
払
い
方
式
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
競
争
力
の
強
い
銀
行
と
中
小
企
業
の
多
い
ク
レ
ジ
ッ
ト
業
界

関
の
分
野
調
整
的
要
素
が
強
い
(
た
と
え
ば
、
朝
日
新
聞
昭
和
五
三
年
九
月
二
四
日
朝
刊
)
。
ま
た
、
カ
ー
ド
会
社
が
顧
客
か
ら
手
数
料
を
徴
収
し
な
い

(
但
し
、
加
盟
庖
か
ら
は
徴
収
し
て
い
る
)
の
は
、
営
業
政
策
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。

(

6

)

こ
れ
に
対
し
て
百
貨
広
・
ス
ー
パ
ー
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
そ
の
取
引
形
態
の
点
か
ら
分
析
す
る
と
、

ω掛
売
な
い
し
一
回
払
い
の
み
が
可
能
で
あ

る
場
合
、
∞
通
常
の
割
賦
販
売
の
場
合
、
制
自
社
に
よ
る
割
賦
販
売
で
は
あ
る
が
代
金
支
払
方
式
に
リ
ボ
ル
ピ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
(
円
2
0
-
iロ
m
n
r
R田
町

田

?

g
5
7ー
i
一
定
の
与
信
限
度
内
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る
商
品
購
入
を
認
め
、
常
に
そ
の
一
定
額
な
い
し
一
定
率
の
金
額
の
支
払
い
を
義
務
づ
け
、
残

額
に
手
数
料
が
加
算
さ
れ
〕
む
〉
が
導
入
さ
れ
て
い
る
場
合
、

ωい
わ
ゆ
る
代
行
カ

l
ド
、
提
携
カ

I
ド
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
カ
ー
ド
に
百
貨
庖
等
の
名

称
・
マ
ー
ク
を
入
れ
て
あ
り
、
カ
ー
ド
の
通
用
範
囲
が
百
貨
広
等
の
直
営
庖
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
信
用
供
与
機
能
(
信
用
調
査
、
資
金
負
担
、
代
金
回

収
、
崎
町
倒
処
理
)
は
す
べ
て
信
販
会
社
等
に
委
託
し
て
い
る
場
合
、
制
ロ

I
ン
提
携
叛
売
方
式
を
採
用
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
等
へ
の
支
払
方
式
が
割
賦

払
い
で
は
な
く
リ
ボ
ル
ピ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
場
合
、
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

(ωω
ゆ
が
ニ
当
事
者
間
カ

i
ド
で
あ
り
、
判
例
が

三
当
事
者
間
カ
l
ド
で
あ
る
〉
。

ωω
に
は
本
文
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
割
賦
販
売
法
五
条
・
六
条
の
規
制
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

ωωω
に
つ
い

て
は
、
現
行
割
賦
販
売
法
が
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
三
回
以
上
に
分
割
し
て
割
賦
金
を
支
払
う
場
合
の
み
を
規
制
対
象
と
し
て
い
る
点
か
ら
、
割
賦

販
売
法
五
条
・
六
条
の
規
制
は
及
ば
な
い
と
解
さ
れ
る
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
調
査
資
料
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
現
状

ωー
帥
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ
ト
二

六
八
1

二
九
一
号
参
照
。

(

7

)

割
賦
販
売
訟
五
条
・
六
条
の
適
用
範
囲
を
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
拡
大
し
て
い
く
と
、
消
費
者
へ
の
直
接
貸
付
の
取
引
形
態
に
よ
る
信
用
供
与

が
増
大
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。
取
引
形
態
の
経
済
的
機
能
の
共
通
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
消
費
者
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
金
融
取
引
の
清
算
の
問
題

北法33(3・301)889 
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説

も
包
括
的
に
規
制
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
場
合
に
、
売
買
な
い
し
役
務
の
提
供
等
と
信
用
供
与
と
の
関
連
性
が
販
売

信
用
取
引
ほ
ど
密
接
で
な
い
金
融
取
引
の
特
性
を
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
か
が
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

8

)

こ
の
点
で
、
ジ
エ
ラ
l
ル
・
コ
ル
ニ
ュ
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
法
の
変
遷
」
(
星
野
英
一
訳
)
日
仏
法
学
会
編
『
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
契
約
観
』

一
九
八
二
年
三
四
五
六
頁
、
及
び
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
債
権
法
改
正
に
つ
い
て
の
検
討
に
注
目
し
た
い
。
回
ロ

E
g
g
-ロ
宮
町
同
仏

R
E
E
N

(
宵
括
-Y
の

E
R
Z
g
g仏
〈
2
汚

E
S巾
E
H
d
f
g
H
r
E円
g
m
品
目
白

ωロゲロ
]
L
H
2
r
z
-
M切
符
w

H

S

H

(

紹
介
、
下
森
定
・
飯
島
紀
昭
他
「
西
ド

イ
ツ
債
権
法
改
正
の
動
向
(
上
)
・
(
下
〉
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
一
回
勺
一
一
一
一
一
貝
以
下
、
同
七
七
二
号
二

O
二
一
貝
以
下
)

論
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Konsumentenkredit in ]apan und die ~~ 5， 6 des 

Gesetzes uber die Abzahlungsgesch託fte (2) 

Emiko CHJBA* 

1. ProblemstelI ung 

2. Die Meinung des Gesetzgebers uber den Anwendungsbereich 

der ~~ 5，6 des AbzG 

3. Die personelIen Grenzen des Anwendungsbereiches (Bd. 33 Heft 

2) 
4. Die sachlichen Grenzen des Anwendungsbereiches 

5. Ergebnisse (in diesem Heft) 

4. Wie im 2. Abschnitt erwahnt， sind die ~~ 5， 6 des AbzG der 

Absicht des Gesetzgebers nach anwendbar nur auf einfache Abzah-

lungskaufe. Nach lSS5 wuchs in Japan jedoch die Zahl der Formen 

des Konsumentenkredits， insbesonders des Ratenkredits， an. Deshalb 

ist heute weiter zu fragen， ob die ~~ 5， 6 des AbzG als uberkom-

mene Schutzvorschriften fur die Abzahlungskaufer auf alIe Formen 

des Konsumentenkredits ausgedehnt werden kるnnenund solIen. 

Trotz der vie!f，包ltigenErscheinungsformen des Konsumentenkredits 

gibt es die folgende Gemeinsamkeit unter diesen Kreditformen: 

モingenstandige Finanzierungsinstitute durfen an der Finanzierung 

dieser Geschafte partizipieren. Mit anderen Worten: der Verkaufer 

wird aus dem Prozess der Kreditgew邑hrungund der damit verbunden 

en Uberwachung der Kreditabwicklung ganz oder teilweise aus-

genommen. 

Fur die Verbraucher ist es aber nicht wichtig， wer ihnen den 

Kredit einraumt， sondern ob sie Waren auf Ratenzahlung erwerben 

本Assistentinan der Juristischen Fakultat der Universitat Hokkaido 
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kるnnenoder nicht. Oeshalb sollten die Verbraucher bei den anderen 

Kreditformen zumindest einen gleichwertigen Schutz wie beim Ab-

zahlungskauf erhalten， solange das betreffende Geschaft die gleiche 

wirtschaftIiche Funktion wie die Abzahlungskaufe erfulIt; Oie Kon-

sumentenkreditformen， wenig"stens aber alle Ratenkreditformen， sol-

len dringend einheitlich geregelt werden. 

Aus diesem Sachverhalt aIlein folgt jedoch nicht， das die ~~ 5，6 

des AbzG analog auf andere Kreditformen anwendbar seien. Wenn 

man nur der wirtschaftlichen Funktion， die das betreffende Geschaft 

als Ganzes erfullt， Rechnung truge， so waren die ~~ 5，6 des AbzG 

auf die zweckungebunden Kreditform (wobei ein Verbraucher mit 

einem Finanzierungsinstitut einen Oarlehensvertrag abschIesse， um 

Kaufgeld aufzubringen， und das Finanzierunginstitut ihm den Oarle-

hensbetrag zur Verfugung steIIte) analog anwendbar. Es kommt 

darauf an， ob die dreiseitigen Rechtsverh忌ltnissezwischen einem 

Verbraucher (d. h. Kaufer und Kreditnehmer)， einem Verkaufer und 

einem Kreditgeber mit der Rechtsstruktur des Abzahlungskaufs gleich・

gesetzt werden konnen oder nicht. 

Aus diesem Blickwinkel wird in der vorliegenden Arbeit zuerst 

versucht， die Begrundungen der Rechtsprechung， die die ~~ 5，6 des 

AbzG einerseits auf andere Kreditformen(Abzahlungsk註ufeausgenom-

men) erstreckte und andererseits nicht， aufzuklaren. Unsere zweite 

Aufgabe ist es， den Abzahlungskauf einer juristischen Analyse zu 

unterziehen. Hieraus ergibt sich， daβdie folgenden Merkmale als 

Voraussetzungen fur die Anwendung der ~~ 5，6 des AbzG auf die 

Abzahlungskaufe anzusehen sind: (1) die Ubereignung beweglicher 

Sachen ist der Zweck des betreffenden Geschafts; (2) die Teilzah-

lungspflicht， die die Hauptpflicht des Abzahlungskaufers ist， besteht 

nicht nur aus dem Barkaufpreis， sondern auch aus den Kreditkosten， 

d. h. in der Ratenzahlungspflicht sind die Preiszahlungspflicht und 

das Entgelt fur die Kreditgewahrung enthalten; (3) die vom Gesetz 

uber die Abzahlungsgesch邑ftevorgesehen Waren werden in uber 3 

Raten und in einer Frist von uber 2 Monaten verkauft (Vgl. ~ 2 1 

des AbzG). Das Kriterium fur die analoge Anwengung der ~~ 5，6 des 
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AbzG auf andere Kreditformen ist in Wirklich das Vorhandensein 

der drei vorgennanten Merkmale. Zum Beispiel， bei der Kreditform 

"Ronteikeihanbai“in Japan， die ahn1ich dem finanzierten Abzah-

lungkauf in der Bundesrepublik Deutschland ist， handelt es sich vor 

allem darum， ob die Ratenzahlungspflicht des Verbauchers an die 

Bank mit der Teilzahlungspflicht des Abzahlungskaufers gleichgesezt 

werden kann (Vgl. (2)). Freilich mus die Trennung von Kauf und 

Darlehen bei der Kreditform "Rδnteikeihanbai“als funktionale orga-

nisierte "Differenzierung unterscheidbarer Leistungselemente“gese-

hen werden. Anderseits erganzen ein Kaufvertrag und ein Darlehens-

vertrag sich zu einer solchen Verbindung， das normalenweise 

keiner der beiden Vertrage ohne das Zustandekommen des anderen 

geschlossen worden w誼re.Die direkte Uberweisung des Darlehens 

an den Verkaufer wird zu der Sicherung dieser Verbindung. Hier 

geht hervor， daβdie Kaufpreisschuld und die Darlehensschuld mit-

εinander verbunden sind. 

5. Schlieslich kann man sagen， das die ~~ 5，6 des AbzG den 

Verbrauchern bei den anderen Kreditformen den gleichen Schutz wie 

beim Abzahlungskauf geben， soweit das betreffende Geschaft die 

vorgeschreibenen personellen und sachlichen Voraussetzungen erfullc 

Dies stellt gleichzeitig die Grenzen des Anwendungsbereiches der ~~ 

5，6 des AbzG dar. 
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